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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省からの情報提供
①住宅団地再生に関連する施策

国土交通省 住宅局

平成30年２月

住宅市街地総合整備事業の拡充～住宅団地ストック活用型の創設～

良好な居住環境を有するものの急激な高齢化等の影響により空家の大量発生等の課題に直面する住宅団地
について、将来に渡り持続可能なまちを形成するため、既存ストックを活用して、官民が連携しつつ居住環
境の維持・再生を図る取組みに対して支援を行う。

重点整備地区〔住宅団地〕の要件
■ 入居開始から概ね30年以上経過
■ 高齢化率が著しく高い
■ 住宅戸数100戸以上
■ 公共用地率が概ね15％以上
■ 都市機能誘導区域又は居住誘導区域内※

※立地適正化計画が策定されていない場合は
一定の法定計画等への位置づけで代替可能

高齢者支援施設
・子育て支援施設等の整備

高齢者支援施設や子育て支援施設、生活
サービス拠点となる施設や住替え窓口（生
活支援施設）、共同住宅の改修による整備
を支援〔国費率1/3〕

地区公共施設等の整備
公共空間のバリアフリー化や既存公共施
設・コミュニティ施設等の改修による整
備、公園・緑地・広場等の整備を支援
〔国費率1/3〕

整備計画策定、協議会活動等
地方公共団体・公的主体・民間事業者等
で構成される協議会の計画策定等の活動
支援〔国費率1/3〕

循環利用住宅の整備

既存住宅のインスペクションや一定の要件で
性能向上リフォーム工事を支援〔国費率1/3〕

整備地区の要件
■ 地区面積が概ね5ha以上

重点整備地区

整備地区

平成３０年度当初予算案
社会資本整備総合交付金の内数
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住宅団地ストック活用型の対象事業 〔詳細〕

対象住宅団地

重点整備地区

・ 入居開始から概ね30年以上を経過した住宅団地
・ 高齢化率が全国平均以上かつ市町村平均高齢化率と比較して著しく高い
・ 住宅戸数100戸以上
・ 公共用地率が概ね15％以上
・ 立地適正化計画が策定されている場合は、全域が都市機能誘導区域又は居住誘導区域内
・ 立地適正化計画が策定されていない場合は、地方公共団体が策定する総合計画、まち・ひと
しごと総合創生戦略、住生活基本計画、都市計画マスタープラン等の法定計画又は特定団
地の再生計画において位置づけられていること

整備地区

・ 重点整備地区を１つ以上含む
・ 地区面積が概ね5ha以上

その他

・ 地方公共団体を含む、公的主体・民間事業者等による住宅団地再生
のための協議会を構成し、住宅市街地総合整備計画に基づき取組を
実施すること

支援対象 国費率 限度額

整備計画策定等事業 ○ 整備計画作成
○ 事業計画作成
○ 推進事業

○原則１／３ ○21,630千円（整備計画、公共施設整備を伴う場合）
○12,360千円（整備計画、公共施設整備を伴わない場合）
○1,917千円（事業計画）
○12,360千円（推進事業）

市街地住宅等整備事業
※新築・新設は対象外

○ 共同施設整備等 ○住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目に定める額
○高齢者支援施設、子育て支援施設は10百万円／施設を限度額とする
○循環利用住宅整備は1百万円／戸を限度額とする

○ 公共空間等整備

○ 循環利用住宅整備＜注＞

居住環境形成施設整備事業
※新築・新設は対象外（地区公
共施設で整備する公園・緑
地・広場は除く。）

○ 地区公共施設等整備 ○事業費上限120百万円 等
○生活支援施設は10百万円／施設を限度額とする

・ 福祉空間形成施設
・ 地域生活基盤施設
・ 生活支援施設（住替支援施設、生活
サービス拠点施設、交通関連施設）
・ 地区公共施設
・ 空き家等活用

※下線以外については原則として拠点開発型・街なか居住再生型と同じ。

＜注＞循環利用住宅整備の対象改修工事の基準・対象事業
〔対象改修工事の基準〕
・インスペクションの実施、維持保全計画・リフォーム履歴の作成
・「耐震性」「構造躯体等の劣化対策」について長期優良住宅化リフォーム推進事業の性能基準を満たす
・「省エネルギー対策」「維持管理・更新の容易性」のいずれかについて長期優良住宅化リフォーム推進事業の性能基準を満たす
・以下のいずれかの性能向上等に資するリフォームを実施
「耐震性」「構造躯体等の劣化対策」 「省エネルギー対策」「維持管理・更新の容易性」「三世代同居対応」

〔対象事業〕
・インスペクション
・以下のいずれかの改修工事を含み、これらに要する費用が過半であるリフォーム工事費用
劣化対策改修、耐震改修、省エネ改修、維持管理対策改修、三世代同居改修

支援対象・国費率・限度額
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住宅市街地総合整備事業（拠点開発型・街なか居住再生型）
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地域居住機能再生推進事業

事業目的事業目的

○高齢化が急速に進展する地域における公的賃貸住宅団地の老朽化、生活サービス機能の不足
○大規模団地の再生を通じて、周辺の市街地も含めた地域全体の再編を図る必要性

地域居住機能の再生のイメージ

現状・課題現状・課題

○地方公共団体、地方住宅供給公社等が地域毎に協議会をつくり、関係者の連携のもと、大規模な公的賃貸
住宅団地の連鎖的な建替えを、ＰＦＩの導入等、民間活用を行うとともに、団地余剰地への子育て支援施設や
福祉施設等の導入などにより、地域全体の居住機能を再生する。

○居住機能の集約化とあわせて
大規模団地等の地域居住機能
を再生

○多様な主体の協働による事業
実施

○高齢者世帯・子育て世帯向け
の施設や交流機能等を導入

鉄道

UR

公営

UR

公社

各事業主体ごとの対応

鉄道

UR

公社

公営

UR

民間マンション 移転後の土地・建物は
売却等により再活用

公営

公社

医療・福祉施設

保育
児童施設

集約化

サービス付き
高齢者向け住宅

跡地は低層住宅、
公園等として活用

関係者による協議会の事業調整
を通じた一体的整備

公社

公社ＵＲ

民間マンション

公営

公営
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地域居住機能再生推進事業の対象

・整備地区の面積が概ね5ha以上 （重点供給地域にあっては概ね2ha以上）

・重点整備地区の面積が概ね1ha以上 （重点供給地域にあっては概ね0.5ha以上）

・入居開始から30年以上経過した公的賃貸住宅団地を含むこと

・公的賃貸住宅の管理戸数の合計が併設施設等の内容に応じてそれぞれ以下の通りであること

・２者以上の事業主体による協議会を構成していること（事業主体：地方公共団体、地方公社、都市再生機構、民間事業者）

・公的賃貸住宅の管理戸数の適正化を図るものであること

・協議会で地域居住機能再生計画（以下、単に「再生計画」という。）を策定し、事業主体間の連携に関する事項のほか、高齢者・子
育て世帯等の生活支援施設等の整備に関する計画等を定めること

・一般タイプについては子育て支援施設の併設を検討すること

・原則として、次の取組みの全てについて実施の検討が行われるとともに、いずれか1つ以上の取組みを実施すること

ⅰ)PPP/PFI手法の導入、ⅱ)既存建築物を活用した公的賃貸住宅の供給、ⅲ)団地間又は団地内での住棟の再編・集約化

・三大都市圏で実施する事業についてはPPP/PFI手法を導入すること

① 民間活用・ストック活用等の原則化に係る検討（民間事業者の活用等により予算縮減や性能向上などが見込まれるものに限る）

② 住宅市街地総合整備事業、公営住宅等整備事業、地域優良賃貸住宅整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業、
住宅地区改良事業等、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、スマートウェルネス住宅等推進事業

③ 再生促進事業：再生計画の目標を実現するため、②と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業

対
象
要
件

対
象
事
業

対
象
地
区

種類 併設施設等の内容 戸数要件

一般タイプ

－ 概ね1000戸以上

ただし、三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等以外の居住誘導区域等で実施する場合の
戸数要件は右記の通り

概ね100戸以上

複数併設タイプ ・団地内に複数の生活支援施設等（ただし、１施設以上は子育て支援施設とする）を併設するもの 概ね300戸以上

子育て支援タイプ
・子育て支援施設を併設するもの
・建替後の新規募集住戸の半数以上で子育て世帯を優先募集するもの
（ただし、子育て世帯の優先募集の対象住戸は住戸専用面積55㎡以上とする）

概ね100戸以上

5
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○ 適正に管理されない空家等が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていること等を背景に制定された、「空家等
対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号）（議員立法）が平成27年5月26日に全面施行され、市町
村が空き家対策を進める枠組みが整った。

空き家対策の概要

財政支援措置

なお、社会資本整備総合
交付金においても居住環
境の整備改善等を図る
観点から、同様の支援を
実施。

税制措置

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年11月公布、平成27年5月全面施行）

（ 現行の住宅用地特例）

相続人が、相続により生じた古い空き住宅又は当該空き住宅の除却後
の敷地を平成28年４月１日から平成31年12月31日までの間に譲渡した
場合、譲渡所得から３０００万円を特別控除する。（平成２８年創設）

更地

被相続人の住宅 空き住宅

耐震リフォーム
（耐震性がある場合は不要）

空き住宅の譲渡所得
3,000万円 特別控除の適用

相続

空き家の活用 空き家の除却

現行の
住宅用地

小規模住宅用地
（200㎡以下の

部分）

一般住宅用地
（200㎡を超え
る部分）

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額

市町村長が法の規定に基づく勧告をした特定空家等については、
当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地
特例の対象から除外

●

●

●

空き家対策の担い手強化・連携
モデル事業 H30予算案 3億円

空き家に関する多様な相談
にワンストップで対応できる
人材の育成、専門家等と連
携した相談体制を構築する
取組等への支援を行う。

空き家対策総合支援事業 H30予算案 27億円

空家等対策特別措置法に基づく空家等対策計画に沿った、空き家の活
用や除却など市町村による総合的な空き家対策への支援を行う。

●

市町村による空家等対策計画の策定等
・４４７市区町村が策定済（平成29年10月1日時点）

空家等の実態把握・所有者の特定等
・市町村内部で固定資産税等に関する情報の活用が可能

空家等及びその跡地の活用
管理不十分で放置することが不適切な空家等（特定空家等）に

対する措置 （助言・指導、勧告、命令、行政代執行）
・助言・指導 8,555件、勧告 417件、命令 36件、代執行 60件

(平成29年10月1日時点)
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空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況（概要）

市区町村数 比率

設置済み 502 29%

設置予定あり 604 35%

平成29年度（10/2以降） 142 8%

平成30年度以降 72 4%

時期未定 390 23%

設置予定なし 635 36%

合 計 1,741 100%

1．空家等対策計画の策定状況 3．法定協議会の設置状況

2．特定空家等に対する措置の実績

・調査対象
：1788団体（47都道府県、1741市区町村）

・回収数

：1788団体（回収率100％）

市区町村数 比率

既に策定済み 447 26%

策定予定あり 1,063 61%

平成29年度（10/2以降） 451 26%

平成30年度以降 169 10%

時期未定 443 25%

策定予定なし 231 13%

合 計 1,741 100%

○平成29年10月1日時点
国土交通省・総務省調査

H27年度 H28年度 H29年度(10/1まで) 合 計

市 区
町村数

措置
件数

市 区
町村数

措置
件数

市 区
町村数

措置
件数

市 区
町村数

措置
件数

助言・指導 167 2,890 221 3,515 199 2,150 374 8,555

勧告 25 57 74 210 59 150 136 417

命令 3 4 17 19 12 13 28 36

代執行 1 1 10 10 2 2 13 13

略式代執行 8 8 23 27 12 12 38 47
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空き家対策等の推進（H30年度予算・税制等（案））

〇 空き家対策は、壊すべきものは除却し、利用可能なものは活用するとの考え方のもと、
地域のまちづくり・住まいづくりとしての取組を支援
〇 また、既存住宅流通市場の活性化の一環として支援

用途転換

住宅として流通

利用

解体・撤去

人材育成等

発生防止等

予算

市町村による総合的な取組（活用、除却等）を推進（空き家対策総合支援事業）
「空家等対策計画」に基づく空き家対策を地域のまちづくりとして実施する市町村に対し、国が重点支援

例）・空き家の活用（空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用）

・空き家の除却（跡地をポケットパークとして利用するための空き家の解体）

27億円
(1.17倍)

予算 社会資本整備総合交付金（空き家の活用・除却を基幹事業として支援） 社会資本整備総合交
付金等の内数

予算
子育て世帯や高齢者世帯等向けの賃貸住宅に空き家等を活用

住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等へ支援

社会資本整備総合交
付金等の内数等

予算 空き家等の流通促進に取り組む不動産業団体等への支援（空き家等の流通・活用促進事業）
0.95億円
(0.97倍)

融資
空き家の取得への支援

空き家バンクに登録された住宅の取得に際しフラット３５の金利引き下げ

住宅金融支援機構予
算の内数

予算

既存住宅流通・リフォーム市場の整備
・長期優良住宅化リフォーム推進事業
・住宅瑕疵等に係る情報インフラ整備事業
・住宅ストック維持・向上促進事業

42億円(1.02倍)
1.2億円（皆増）

9.75億円（1.00倍）

税制 買取再販事業で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税（敷地拡大）・登録免許税の特例（2年延長）

税制
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続により生じた古い空き家（含：除却後の敷地）を譲渡した場合、譲渡所得から３０００万円を特別控除

税制
固定資産税等の特例（住宅用地特例の解除）

空家法に基づく勧告をした特定空家等に係る敷地について住宅用地特例の対象から除外

予算
モデル的な取組への支援（空き家対策の担い手強化・連携モデル事業）

人材の育成や専門家等との連携・相談体制の構築等を支援

3億円
(皆増)

新規

新規
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空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置（固定資産税等）

○ 空家の総数（Ｈ25年10月1日時点で820万戸）は増加し続けており、今後とも、人
口減少により全国的な空家の増加が懸念される状況。

○ 特に、管理が不十分になった空家は、火災の発生や建物の倒壊、衛生面や景
観面での悪化等多岐にわたる問題を発生させることから、空家対策の重要性が
高まっている。
（地方公共団体においても、空家の適正管理等に関する条例が401件（H26.10時点）施行されている。）

○ このような適切な管理が行われていない空家が放置されることへの対策として、
固定資産税等の特例措置（人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅
用地特例）を解除すべきとの指摘がある。

○ また、前臨時国会において「市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関
する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措
置を講ずるものとする」との規定を含む「空家等対策の推進に関する特別措置
法」が成立したところ。

○ 以上を踏まえ、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援
する観点から、固定資産税等の住宅用地特例に係る上述の措置を講ずることが
必要。

空家の全国的な増加が懸念される中、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援する観点から、空家の存
する敷地に係る固定資産税等について必要な措置を講ずる。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号）の規定に基づき、市町村長が特定空家等（注）の所有者等
に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について
固定資産税等の住宅用地特例（※）の対象から除外することとする。 （注）周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等

（※現行の住宅用地特例）

小規模住宅用地
（200㎡以下の部分）

一般住宅用地
（200㎡を超える部分）

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額

【種類別の空家数の推移】

【管理が不十分な空家のイメージ】

22 30 37 42 50 41 41 
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1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年

その他の住宅

賃貸用又は売却用の住宅

二次的住宅

空き家率

（万戸）

330
394

448

576

659
757 820

【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

（参考）空家の種類
・二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
・賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空家になっている住宅
・その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期
にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

空家率

長期間人が住んでいない空家

概要

施策の背景

窓が割れ、放置されている空家
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）について

制度の概要

相続日から起算して３年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋
を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）又は
取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。

（※）本特例を適用した場合の譲渡所得の計算
譲渡所得 ＝ 譲渡価額 － 取得費（譲渡価額×５％（※））－ 譲渡費用（除却費用等） － 特別控除3,000万円

※ 取得費が不明の場合、譲渡価額の5％で計算

○本措置のイメージ

更地

被相続人が居住の
用に供していた家
屋及びその敷地

空き家
取壊し

耐震リフォーム
（耐震性がある場合は不要）

空き家の譲渡所得3,000
万円特別控除の適用（※）

譲渡

譲渡

相続

ポイント
１！

ポイント
３！

ポイント
２！

【具体例】相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合

○本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額 ： ０円

（ 500万円 － 500万円 × ５％ － 200万円 － 3,000万円 ） × 20％ ＝ ０円

○本特例がない場合の所得税・個人住民税額 ： 55万円

（ 500万円 － 500万円 × ５％ － 200万円 ） × 20％ ＝ 55万円

＜前提条件＞
・昭和55年建築 ・除却費200万円
・被相続人が20年間所有 ・取得価額不明

10

空き家対策総合支援事業

空家等対策計画に基づき実施する空き家の活用や除却などを地域のまちづくりの柱として実施する
市町村に対して、国が重点的・効率的な支援を行うため、社会資本整備総合交付金とは別枠で措置

①空家対策特別措置法に基づく「空家等対策
計画」を策定している
②空家対策特別措置法に基づく「協議会」を設
置するなど、地域の民間事業者等との連携
体制がある

補助対象市区町村

・空き家の活用
（例：空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用）

・空き家の除却
（例：ポケットパークとして利用するための空き家の解体）

・関連する事業
（例：周辺建物の外観整備）

補助対象事業

空き家を地域活性化のため、
地域交流施設に活用

法定の「協議会」など民間事業者等と連携

空き家の活用 空き家の除却

市区町村による「空家等対策計画」に基づく事業を支援

平成30年度予算案：27億円（1.17倍）

居住環境の整備改善のため空き家
を除却し、防災空地として整備

※社会資本整備総合交付金でも同様の支援が可能

〈事業活用イメージ〉

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

など

など

活用 除却

地方公共団体 １／２ ２／５

民間事業者等
（地方公共団体補助の１／２以内）

１／３ ２／５

【上記計画に基づく事業】

事業主体・補助率
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空き家再生等推進事業 （社会資本整備総合交付金等の基幹事業）

居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却または、空き家住宅
又は空き建築物の活用等に対し支援を行うもの。

・空家対策特別措置法に基づく「空家等対策計画」
を策定している
・空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は
地域活性化を阻害しているため、計画的な活用・
除却を推進すべき区域として地域住宅計画等に

定められた区域

補助対象市区町村

・空き家の活用
（例：空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用）

・空き家の除却
（例：ポケットパークとして利用するための空き家の解体）

・空き家の実態把握
（例：空き家数の調査）

補助対象事業

・空き家を地域活性化のため、
観光交流施設に活用

空き家の活用

市区町村による活用・除却等の事業を支援

・居住環境の整備改善のため、空き家
を除却し、ポケットパークとして利用

社会資本整備総合交付金
及び防災・安全交付金の内数

空き家の除却

〈事業活用イメージ〉

など

活用 除却

地方公共団体 １／２ ２／５

民間事業者等
（地方公共団体補助の１／２以内）

１／３ ２／５

事業主体・補助率

など

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

12

空き家対策総合支援事業【除却】の事例 群馬県前橋市

地区の住環境を改善するため、防災・防犯上危険な空き家について、空き家所有者が除
却する場合に、市がその除却費の一部補助を行っている。

除却前 除却後

13
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空き家対策総合支援事業【活用】の事例 長野県南相木村

村が空き家を購入・改修し、村への移住を検討している方に対し、一時的に村の自然や生活環
境の体験及び地域住民との交流の機会を提供する施設「移住定住促進施設」として活用。

改修前 改修後 14

空き家再生等推進事業【除却】の事例 富山県立山町

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き建築物や不良住宅について、所有者が除
却する場合に、町がその除却費の一部補助を行なっている。
また、除却後の跡地については町が防災公園として整備し、地区住民が管理している。

除却前 除却後

除却後写真

（作成時、このテキストボックスは
削除してください。）
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空き家再生等推進事業【活用】の事例 福井県越前町

都市部からの移住・交流により地域の活性化や地域の農林漁業の担い手の育成を図るた
め、空き家となっていた住宅を町が借り上げて改修し、田舎暮らし体験や地域住民との交流
拠点施設として活用。

改修前 改修後
16

空き家対策の担い手強化・連携モデル事業

各地における空き家対策を加速するため、空き家に関する多様な相談に対応できる人材育成、多様な専門家等との連
携による相談体制の構築、地方公共団体と専門家等が連携して共通課題の解決を行うモデル的な取組について支援を
行い、その成果の全国への展開を図る。

事業内容

空き家に関する多様な相談にワンストップで対応で
きる人材の育成、地方における法務、不動産、建築等
の専門家等と連携した相談体制を構築する取組を支
援。

補助率

定額補助

事業要件 ・地方公共団体と専門家等が連携して実施すること

・本事業の成果を広く公開すること

平成30年度～平成32年度
事業期間事業主体

市区町村、民間事業者等

空き家に関する

多様な相談に対応

専門相談の
取り次ぎ等

相談事項への
対応・アドバイス等

空き家

所有者等

相続

管理

売買
解体

賃貸

相談

専門家等との連携による相談体制の構築

弁護士

司法書士

行政書士

宅地建物取引業者

土地家屋調査士

建築士

建設・解体事業者

管理代行業者

NPO法人

・・・

＜取組例＞

「発生抑制」・相続登記の徹底を促す取組
・成年後見制度、民事信託の利用等

・財産管理制度の活用
・効率的に所有者を特定する取組

・地域において空き家を活用する取組
・活用の際の建築基準法等の対応についての整理

「除却」

「利活用」

相談を受ける
人材の育成

１．人材育成と相談体制の整備
（個別課題の解決）

２．モデル的取組への支援
（共通課題の解決）

空き家の発生抑制、除却、利活用等における高度
なノウハウを要する事例について、具体のケーススタ
ディとして蓄積する取組、全国の多様な取組事例に
ついて情報共有を行う取組を支援。

平成30年度予算案：3億円（皆増）

17
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空き家対策に取り組む地方公共団体等が、専門知識やノウハウが必要な具体的課題等について共有し、専門家と連
携して対応方策を協議・検討する場を設け、実践的な空き家対策について政策提言を行い、その実現を図るとともに、
蓄積したノウハウ等の周知・普及を図る。（平成29年8月31日設立） ※参加団体数 1,060団体（平成29年11月30日時点）

全国空き家対策推進協議会について

・参加を希望する地方公共団体等が参加

・情報の共有のみ、協議・検討の場にも参画
など多様な参加が可能

・会費は無料

＜運営事務局＞ （一社）すまいづくりまちづくりセンター連合会
＜オブザーバー＞総務省 自治行政局 地域自立応援課 地域振興室

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課
土地・建設産業局 不動産業課

＜ 協議会の構成員 ＞

○地方公共団体
市区町村
都道府県

空き家バンク部会所有者特定・財産管理
制度部会

適宜部会に参加

○連携専門家団体等
不動産関係団体
法務関係団体
金融機関
すままちセンター連合会 等

○顧問（アドバイザー）
学識経験者、国総研担当官 等

企画・普及部会

・協議会全体の取組方針等について
協議・検討

・先進的な取組を見極めて情報提供
・政策提言案の検討

部会長：総社市
部会員：本別町、朝日町、古河市、笠間市、足

利市、小山市、前橋市、東金市、板橋
区、世田谷区、町田市、横須賀市、藤沢
市、浜松市、栗東市、舞鶴市、井手町、
日高町、四国中央市、安田町、太宰府
市、熊本市、荒尾市、南九州市

会 長 岡山県 総社市（市長：片岡聡一）
全国市長会 経済委員長

副会長 京都府 井手町（町長：汐見明男）
全国町村会 財政委員長

・空き家所有者の効率的な探索方
法等の検討

・所有者不在空き家等に係る財産管
理制度の活用推進方策等の検討

部会長：板橋区
部会員：札幌市、最上町、会津若松市、鳩山町、

香取市、金沢市、敦賀市、小諸市、岡崎
市、京都市、八尾市、尼崎市、川西町、
下関市、宗像市、福津市、佐賀市

・空き家バンクへの登録促進方策、
空き家・空き地の活用促進方策等
の検討

部会長：浜松市
部会員：池田町、中泊町、三戸町、大江町、那

須町、桐生市、国分寺市、松田町、甲州
市、高山市、美浜町、京丹後市、邑南
町、武雄市、みやき町、玉東町、別府
市、佐伯市

18

空き家・空き地等の流通・活用促進

○ 人口減少社会を迎え、有効活用されずに放置される不動産ストック（空き家・空き地）は増加傾向。空き家・空き地対策は喫緊の政策課題。

○ 不動産業団体、NPO、まちづくり法人などによる空き家・空き地等を流通・活用する取組を拡大・定着させていくことが重要。

○ 流通促進を図る団体等の取組や、他地域のモデルとなるような先進的取組に対する支援等を拡充するとともに、所有者不明土地の利用の円滑化を推進。

施 策

○空き家・空き地等の流通・活用の促進 ○不動産ストックの最適活用を通じた社会全体の生産性向上 ○不動産市場の活性化

効 果

空き地の活用促進等

○ 空き地活用の先進的取組の支援、取組の横展開等

空き家等の流通・活用促進

○ 所有者不明土地の公共的利用の円滑化等
・ 所有者不明土地について、公共的事業に一定期間利用することを可能とする新たな仕
組み等の円滑な実施に向けて、関係者向けの手引きの作成や広報等を行う。

○空き家等の流通・活用促進に係る活動支援

地方公共団体等と連携して地域の不動産ストックである空き家等の
流通・活用促進を図る不動産業団体等のモデル的な取組を支援。

地域関係者の
連携による
流通機能強化

リフォーム
提案

所有者向け
相談会

内覧会

全国版空き家・空
き地バンクへの情

報掲載

管理
サービス

〔 対象となる取組例 〕

・リフォーム事業者との連携に
よる移住希望者向けリフォー
ム提案

・空き家を未然に防ぐための
遠隔地居住者向け相続不動
産相談

移住希望者向け内覧会 趣味の部屋としての貸出し提案

地域での空き地の共同管理・共用空間化や所有者不明土地が含まれる場合の取
扱い等､先進的な取組に対し､ＮＰＯ等が行う計画策定や地域の合意形成等を支援。
優良な事例について、ノウハウの収集・分析等を行い、取組の横展開等を図る。

空き地を広場やコンテナ
ハウス置場等として管
理・活用

〔活用イメージ〕〔スキーム例〕
地元ＮＰＯ等を中心に、管理・活用について合意形成

空
き
地
所
有
者
等

所有者等の
情報・意向

空き地の
管理・活用主体

〔例〕広場、
防災空地、
コンテナハ
ウス、菜園、
草刈り等

〔例〕 ＮＰＯ、
まちづくり組織、
社団・財団等
(自治体と連携)

地域マネジメント
を行う主体

貸付等貸付等

活用･適正
管理等

活用･適正
管理等

専門家によるサポート、事業計画の策定、空き地所有者や
地域住民との合意形成等に要する費用を支援
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長期優良住宅化リフォーム推進事業

効 果

良質な住宅ストックの形成や、若者による既存住宅の取得環境の改善、子育てをしやすい環境の整備等を図るため、既存住宅

の長寿命化や省エネ化、三世代同居など複数世帯の同居の実現等に資するリフォームに対する支援を行う。

【対象事業】

①若者による既存住宅取得時に行うリフォームに対する支援

インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成するとと
もに、工事後に耐震性と劣化対策とが確保されるもの（ ＝ 基本

要件） ＜若者による住宅取得をしやすくするものとして、段階的な
性能向上の取組を支援＞

②持ち家等で行うリフォームに対する支援（①以外）

上記①の基本要件に加え、少なくとも日常的に使用する居室等
の部分が、工事後に省エネルギー性、バリアフリー性等のいず
れかの基準を満たすもの ＜高齢化対応等として、主たる居室等
の省エネルギー化等の性能向上の取組を支援＞

【補助率】 １／３

【限度額】 １００万円／戸

○ 長期優良住宅（増改築）認定を取得する場合 ２００万円／戸
さらに省エネ性能を向上させる場合 ２５０万円／戸

○ 三世代同居改修工事を併せて行う場合は、上記の限度額の
ほか、５０万円／戸を上限として補助

○ 三世代同居の推進○ 良質な既存住宅ストック
の形成

○ 既存住宅流通・
リフォーム市場の活性化

事 業 概 要

○インスペクションの実施

○性能向上リフォーム

・耐震性 ・劣化対策 ・省エネルギー性 ・維持管理・更新の容易性
・バリアフリー性 ・可変性

○維持保全計画・履歴の作成

※三世代同居改修工事については、工事完了後に、
キッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか２つ以上が複数か所あることが要件

○三世代同居改修

例）キッチンの増設

耐震性

例）軸組等の補強

劣化対策

例）床下防湿
・防蟻措置

省エネルギー性

例）外壁の断熱

三世代同居改修

○ 若者の住宅取得への
支援

平成30年度予算案：42億円
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○ 現在の住宅市場は、良質な住宅ストックが適正に評価されず、維持管理・リフォームを行うインセンティブが働かない悪循環構造にある。

○ 長期優良住宅、住宅性能表示、瑕疵保険、インスペクション、履歴等を活用し、住宅ストックの維持向上・評価・流通・金融等の仕組みを一体的に開
発・普及等する取組みに対し支援を行うことにより、良質な住宅ストックが適正に評価される市場の好循環を促す。

３．事業概要

(2)試行に係る費用【上限100万円／戸】

①住宅の質の適切な維持・向上に要する経費【補助率：定額】

・インスペクションの実施

・住宅履歴の作成

・瑕疵保険への加入（中古流通・リフォーム時に限る）

・維持管理計画の作成（中古流通・リフォーム時に限る）

②開発する仕組みに対応するための質の向上に要する経費

【補助率：１／３】

・新築（掛かり増し分）

・リフォーム

(1)開発・普及に係る費用【上限2000万円／事業、補助率：定額】

（例）

・建物の価値の維持向上に資する項目や、そのインスペクション

の方法、実施時期の検討

・開発する金融商品の対象住宅の質、融資可能額等の要件の検討

・チラシの作成、ホームページの改修、事業者や消費者への説明

会開催等を通じた仕組みの周知 等

国

開発
周知
試行

を支援

１．現状の課題と方向性

【住宅所有者等が】
維持管理・

リフォームをする
【個々の住宅の】
良質性が評価される

【市場において】
良質性を評価できる
仕組みが整備される【住宅所有者等が】

維持管理・
リフォームをしない

【個々の住宅の】
良質性が評価されない

【市場において】
良質性を評価できる
仕組みが整備されない

○良質な住宅が適正に評価される好循環○従来の悪循環

悪循環 好循環

20-25年

資
産

価
値

（
建

物
）

・インスペクション
・履歴

・リフォーム
・インスペクション
・瑕疵保険
・履歴

・瑕疵保険
・インスペクション
・履歴

長期使用構造

２．事業イメージ ＜関係主体が連携した協議会等＞

工務店

建築士

宅建業者・不動産鑑定士

・ 新築、リフォー
ムの施工

・ 維持補修

・ 新築、リフォーム
の計画、設計

・ 良質性に応じ値付け・鑑定評価
・ 買取、貸付保証

検査・
履歴業者

・インスペクション
・住宅履歴の

蓄積・管理

金融機関
・ ローン商品で

住宅の良質性
を評価

・ 既存住宅の商品化、
ブランド化を
プロデュース

企画者
（プロデューサー）

維持向上・評価等

○ 長期優良住宅
○ 住宅性能表示
○ 瑕疵保険
○ インスペクション
○ 住宅履歴
等

流通・金融等

○ 実質的な残存耐用
年数の評価

○ 買取保証
○ 借上保証
○ 割引金利、
融資可能枠の拡大

○ ノンリコースローン
○ リバースモーゲージ
等

良質な住宅ストックによる市場の良循環を
促す維持向上・評価・流通・金融等

の一体的な仕組み

一体的な
仕組み

開発
周知
試行

【事業主体】
関係主体が連携した協議会等

【補助対象・補助率・補助上限】

住宅ストック維持・向上促進事業（良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業）
平成29年度予算額
975百万円の内数

21
12



団体名 事業概要 金融機関名 その他構成員

住宅ストック維持・
向上促進協議会

（代表：京阪電鉄不動
産（株））

・昨年度は「住宅ファイル制度」の拡張による良質な建物の適正評価
を促進する拡充策として、①長期修繕計画の策定、②住宅履歴シ
ステムの整備、③住宅ファイル活用ローンの組成を行った。

・今年度は、①買取再販に対応した住宅ファイル制度の仕組み作り、
②リフォーム一体型ローン、③長期修繕計画に基づく定期点検等
維持管理策の策定、④エスクロー機能の付加等を行う共に、具体
に試行を始める。

・また、住宅ファイルのマークを取引の現場等で活用することにより、
売主買主の安心と信頼を高め、他の物件との差別化を図る。

枚方信用金庫

－

奈良県住まい価値
向上促進協議会

（ 代 表 ： 近 鉄 不 動 産
（株））

・「住み替えサイクル構想」内における住み替えをより促進していく仕
組みとして、定期的なインスペクションを実施し、結果に応じてリ
フォーム・修繕の実施、住宅ファイルの付与等を行う価値向上シス
テム、既存住宅の流通促進ための新たなサービスや金融商品等
の開発を進めた。

・また、当協議会が開発した仕組みを利用する戸建住宅を「奈良Ｒ住
宅（仮称）」として認定することによりそのブランド化を推進すること
とし、認知度を高めるためのプロモーション活動を行うことにより、
高い付加価値を有する流通性の高い戸建住宅として定着を図る。

（株）南都銀行 公社奈良県不動産鑑定士協
会

千葉エリア住宅ス
トック維持・向上促
進協議会

（代表：（一社）団地再
生支援協会）

・中古住宅流通の仕組みが整っていない準郊外エリア（千葉京成津
田沼・新京成線）を焦点に流通の活性化を図る。具体的には、耐震
性やメンテナンス等ハード面の維持向上や、商品性、企画性等、ソ
フト面のアップデートにより、資産価値向上を図る仕組みを開発・周
知する。

・また、建物の担保評価方法を見直し、住宅の担保価値を適切に評
価することにより、中古住宅流通の促進につながる金融商品を開
発する。

（株）千葉銀行 千葉工業大学、（株）市浦ハ
ウジング＆プランニング 東
京事務所、（株）テレデザイ
ン、（株）秀建、（株）秀建エス
テート、（株）アークブレーン、
（株）さくら事務所 等

住宅ストック維持・向上促進事業（良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業）

参考．電鉄系事業者等の取組

※採択事例一覧より転載 ： http://vmi-housing-value.com/ 22

既存住宅の耐震化・バリアフリー化・省エネ化・長寿命化を進め、住宅ストックの性能向上を図るため、住宅リフォーム（耐震・バリ
アフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォーム）をした場合の特例措置を２年間延長する。

既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置の延長
（固定資産税）

※ 耐震改修又は省エネ改修を行った住宅が認定長期優

良住宅に該当することとなった場合

(*)  特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道

にある住宅について、耐震改修をした場合は2年間1/2
減額、耐震改修をして認定長期優良住宅に該当するこ

ととなった場合は翌年度2/3減額、翌々年度1/2減額

工事翌年(*)の固定資産税の一定割合を減額

減額割合 適用期限

耐震 1/2減額

H30.3.31
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 1/3減額

省エネ 1/3減額

長期優良住宅化※ 2/3減額

施策の背景

要望の結果

特例措置の内容

我が国の住宅ストックは戸数的には充足。既存住宅活用型市場への転換が重要

既存住宅活用型市場の柱である、住宅リフォーム市場規模は伸び悩んでいる現状

住生活基本計画（平成28年３月閣議決定）

○耐震化リフォームによる耐震性の向上、長期優良住宅

化リフォームによる耐久性等の向上、省エネリフォーム

による省エネ性の向上と適切な維持管理の促進

○住宅のバリアフリー化やヒートショック対策を推進

リフォームにより住宅ストックの性能を高めるとともに、リフォーム市場を活性化することが必要

【未来投資戦略2017における目標】 2025年までにリフォーム市場規模を12兆円に倍増

【固定資産税】

結 果

現行の措置を２年間（平成30年４月１日～平成32年３月31日）延長する。

共同住宅
（外付けフレーム
補強）

耐震リフォームのイメージ 省エネリフォームのイメージ

複層ガラス複層ガラス複層ガラス

高断熱窓に取替え

バリアフリーリフォームのイメージ

戸建住宅
（筋交いの設置等）

洗面所入口の拡幅工事

・壁を一部解体し、出入口を拡幅
・段差解消

長期優良住宅化リフォームの認定基準

➁ 省エネルギー性の確保

➀ 耐震性の確保

➃ 維持管理・更新の容易
性の確保

（木造戸建住宅の場合）

➂ 劣化対策
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スマートウェルネス住宅等推進モデル事業の概要

【補助率等】
・選定提案に係る情報提供及び普及に要する費用（補助率：２／３）

【補助率等】
・居住者実験、社会実験等の技術の検証に要する費用（補助率：２／３）

【補助率等】
・住宅及び高齢者の交流施設等の整備費
（補助率：新築等１／１０、改修２／３）
・設計費（補助率：２／３）

高齢者・障害者・子育て世帯（以下「高齢者等」という。）の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業を公募し、
国が選定した事業の実施に要する費用の一部を補助します。

高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する先導的な内容のもの
であって、次の①から③に掲げる事業のいずれか又はこれらを組み合わせたもの

次の①から③に掲げる要件をすべて満たす必要があります。

① 高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資するために具体的
に課題解決を図る取組みで、先導性が高く創意工夫を含むものであること

② 公開等により、高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資す
る住まいづくり・まちづくりの推進上効果を高めるための情報公開を行うもの
であること

③ 平成２８年度中に事業に着手するものであること

①住宅並びに高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する施設（建
築設備を含む。）の整備（新築、取得又は改修）

②技術の検証
先導的な提案に係る居住実験・社会実験等

③情報提供及び普及
展示用住宅の整備、展示用模型の作成、その他の情報提供及び普及

【補助率等】
・事業成果の情報提供及び普及啓発に要する費用（補助率：１／２）

【補助率等】
・一定基準以上の省エネルギー性能にするための改修工事等に要する費用
（補助率：１／２）
※補助の上限：100万円／戸 （併せてバリアフリー改修工事を行う場合は120万円／戸）

住宅関係者が医療や福祉関係者等との連携による推進体制のもと、既存住宅
の改修工事、及び改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査へ
の連携・協力などにより、高齢者等の健康の維持・増進に資する住宅の普及を図
るため、次の①及び②に掲げる事業を行うもの

次の①から③に掲げる要件をすべて満たす必要があります。

① 住宅の改修工事を実施する事業者（住宅改修事業者）又は住宅改修事業
者を構成員として含む協議会等の団体が医療や福祉関係者等と連携体制を
整備すること

② 住宅において日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工
事を行い、一定基準以上の省エネルギー性能とすること

③ 次のイ及びロの取組みを行うこと

イ 改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査に連携・協力
すること

ロ 医療や福祉関係者等と連携して、改修工事による健康の維持・増進に資
する効果に関して普及啓発に取り組むこと

①日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工事

②事業成果の情報提供及び普及啓発

平成29年度
国庫補助事業
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スマートウェルネス住宅等推進モデル事業の例

那須100年コミュニティ（中山間地域における多世代と共生のコミュニティ
拠点） ㈱コミュニティネット（平成21年度採択）

住み替え循環の促進による郊外住宅地再生プロジェクト～高齢者と若年
層が活躍し住み続けるまちへ～ 相鉄不動産株式会社（平成27年度採択）

多世代・多様な共助で未来へ紡ぐ京都堀川団地再生まちづくり
京都府住宅供給公社（平成24年度採択）

住替えコンシェルジェ事業のモデル構築
東急不動産㈱シニアライフ事業本部（平成23年度採択）

評価概要：高齢者住宅を単なる器としてのみ捉えず、屋外空間の活用、地域連携な
ど広い視点から位置づけた提案として評価された。参加型設計等の計画プロセスや、
信託契約の活用など様々な取り組みがなされている。コミュニティ生活の広報を積
極的に行い、新しい高齢者住宅像の提示を期待された。また、参加型設計について
は、特に地元市民との関係を考慮したものとなることを期待された。

＜概要＞

・不動産会社が、高齢者を対象とし
た住宅等の情報提供、住み替え相
談を実施。

・高齢者の住み替えに当たって、比
較検討に必要な情報の充実が求め
られる中で、あるべき情報提供方
法や住み替えコンシェルジェ事業
のモデルを検証。

場所：横浜市旭区

＜概要＞
・鉄道系会社による、鉄道駅周辺の

郊外住宅地の再生に向けたプロ
ジェクト。

・高齢者向け住宅や地域全体の介
護サービス拠点を整備し、住み続
けられる地域づくりを目指すととも
に、子育て世帯向け住宅や施設を
整備し、新たな住民の流入も促進。

・併せて住み替え相談等を行い、地
域内外からの住み替え循環を創出。

評価概要：課題の認識や仕組みが適切で具体的であり、今後同様の住み替え支援
が必要とされる点や、自社物件や高所得者に限らない中立的な情報サービス提供
を行おうとする姿勢がみられる点が評価された。

評価概要：既存ストックを活かした持続可能な団地再生を目指し、地域住民や専門
家と協働しながら、多世代・ 多様な人たちが住める環境整備に、コミュニティを育て
る仕組みを加え、ハード・ソフトともに具体的な計画であり、推進体制も確立され、実
現性が高い提案である点が評価された。

評価概要：私鉄沿線におる郊外住宅地の再生事業という見地から、同様の地域が
抱える課題を解決するモデルとして検証を行い、社会的意義の大きさを評価した。

・サービス付き高齢者向け住宅
・定期巡回・随時対応型訪問サービス

事業所（予定）

南万騎が原駅

・子育て・若年世帯向け住宅
・認可保育園(予定)、学童保育

・場所：栃木県那須町

＜概要＞
・中山間地の地域特性に配慮した高

齢者住宅とデイサービスを整備。

・地元木材を活用し、平屋建て中心
の戸建て風の住宅を点在して配
置。

・参加型設計など、住民参加によるコ
ミュニティへの影響を検証。

・「生涯活躍のまち」の参考事例。

場所：京都市上京区

＜概要＞
・老朽化した公社団地において、持

続可能な団地再生と周辺まちづくり
の推進を目的としたプロジェクト。

・既存の住棟を活用して、高齢者や
子育て世帯向けに改修。

・併せて、まちカフェや障害者グルー
プホーム、デイサービス等の施設を
整備。
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サービス付き高齢者向け住宅整備事業の概要 平成30年度予算案：305億円の内数

「サービス付き高齢者向け住宅」として登録
○ 高齢者住まい法に規定する「サービス付き高齢者向け

住宅」として10年以上登録すること

その他の要件
○ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と

均衡を失しないように定められていること

○ 入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるもの
に限定されていないこと

○ 事業に要する資金の調達が確実であること

○ 市町村のまちづくり方針と整合していること

○ 運営情報の提供を行うこと

※ 新たに補助を受けるサービス付き高齢者向け住宅について、当該住宅を整備又は
運営する事業者が、既に整備又は運営しているサービス付き高齢者向け住宅も含
めて運営情報の提供を行っていることを、補助要件化する予定。

赤字は平成30年度予算案における制度変更内容

住宅

補助率 限度額 補助対象（※１）

改修 １／３ 150→180万円／戸
（※２）

調査設計計画費用を
補助対象に追加（※２）

新築

床面積30㎡以上
（かつ一定の設備完備）

１／１０

135万円／戸
住棟の全住戸数の２
割を上限に適用（※３）

床面積25㎡以上 120万円／戸

床面積25㎡未満 110→90万円／戸

補助率 限度額 補助対象（※１）

改修 １／３ 1000万円／施設 ○

新築
地域交流施設等（※２）

１／１０ 1000万円／施設
○

介護関連施設等（※３） ○→×（※４）

※１ 家賃30万円／月以上の住戸は補助対象外とする。また、事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過

大な設備は補助対象外とする。改修は、共用部分及びバリアフリー化に係る工事、用途変更に伴い建築基準法等の法
令に適合させるために必要となる構造・設備の改良に係る工事（高齢者住まい法上必要となる住宅設備の設置等）に限る。

※２ 限度額の引上げと補助対象の追加は、①階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置する、②戸建住宅や
事務所等を活用し、用途変更に伴い建築基準法等の法令適合のための工事が新たに必要となる、のいずれかに該当
する改修が対象。その他の改修は、新築と同じ限度額と補助対象が適用される。

※３ 住棟の全住戸数の２割を超える住戸については限度額を120万円／戸とする。ただし、入居世帯を夫婦等に限定する
場合には、上限に関わらず当該住戸の補助限度額を135万円／戸とする。

※１ 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外とする。

※２ 地域交流施設、生活相談サービス施設、健康維持施設等で、地方公共団体など地域との連携を行うもの。
※３ 訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所等の介護関連施設、病院、診療所、看護事業の用に供する

施設。
※４ 介護関連施設等の新築に係る整備費用を補助対象外とする。ただし、平成30年度中までに工事に着手する事業は現

行とおり補助対象とする。

学校を改修して整備した事例 地域交流施設のイメージ

○新築による整備から改修による整備に重点化

・ 既存ストックを改修する場合に補助限度額を引上げ
・ 新築（25㎡未満の住宅）の補助限度額を引下げ

○併設施設の新築への支援を地域交流施設等に重点化

○既存物件も含む運営情報の提供を補助要件化（※）

平成３０年度予算案のポイント

高齢者生活支援施設

要件 補助内容の概要
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＜対象となる拠点施設＞
①高齢者生活支援施設：

交流施設 など※４

②障害者福祉施設 ：
障害者支援施設、共同生活援助施設（障害者グループホーム）など

③子育て支援施設 ：
保育所、託児所、学童保育施設、住民の運営による共同育児スペース など

④その他の施設 ：
事業目的に資する食事サービス施設、交流施設など

＜事業の主な要件＞
① 住宅団地等の戸数が１００戸以上※1であること。
② 地方公共団体と連携して「スマートウェルネス計画」※2が

定められていること。 ※３

③ 整備する施設が「スマートウェルネス計画」に位置付けら
れていること。※３

スマートウェルネス拠点整備事業の概要

■イメージ

＜住宅団地の場合＞ ＜一般の住宅地の場合＞

高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定確保や地域住民の健康の維持・増進、多様な世代の交流促進等を図ることを
目的として、住宅団地等に拠点施設を新設・改修する場合その費用に対して、国が民間事業者等に補助を行う。

※１ 公営住宅や地域優良賃貸住宅等については、１００戸未満でも対象。
※２ 住宅団地等の管理者が、地方公共団体と連携して以下の事項を定めた計画

①地域における高齢者等の居住の安定確保、地域住民の健康維持と増進、多様な世代の交流促進、
地域コミュニティ活動の活性化等に関する方針、

②拠点施設に関する事項
③生活支援・多世代交流活動に関する事項

※３ 地域住宅計画又は都市再生整備計画において子育て支援を図るものとして位置付けられた住宅団
地等の区域内において実施する事業については、②、③の要件を満たしているものとみなす。

・公営住宅、UR団地、公社団地等の住宅団地
・住宅団地内の住戸数が約100戸以上
・建て替え等による余剰地や1階の空きスペース等に、拠点施設を整備

■概要

・戸建て住宅地など一般の住宅地など
・区域内の住戸数が約100戸以上
・空き地や既存の空き家等の改修により、拠点施設を整備

拠点施設

拠点施設
100戸以上

100戸以上

平成30年度予算案 305億円の内数

＜補助率等＞
拠点施設の整備（建設・改修・買取）に係る費用を補助

補助率 ： １／３
補助限度額 ： １，０００万円（１施設につき）

「生涯活躍のまち」構想に係るものについては以下のとおり
① 住宅団地等の高齢者向け住宅の戸数が30戸以上であること。
② 市町村が策定する「生涯活躍のまち形成事業計画」の区域内に存すること。

※４ 介護関連施設等の新築に係る整備費用を補助対象外とする。ただし、平成30年度中までに工事に着手
する事業は現行とおり補助対象とする。
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高齢者等の住み替え支援事業

高齢者等の住み替え
支援事業のスキーム
高齢者等の住み替え
支援事業のスキーム

借上げ主体
（一般社団法人等）

子育て世帯等へ

○ 高齢期に適した住宅への住み替え
○ Ｕターン等による地方への住み替え

高齢者世帯等

借上げ
●継続して借上げ
●空き家となった場合も賃料支払い

賃料

準備金
（賃料差額の一部を留保して、

空き家リスクに備える）

転貸
●3年間の定期借家契約

（再契約可能）

高齢者等の所有する戸建て住宅等を広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑
化する制度により、子育て世帯等に広い住生活空間を提供するとともに、高齢者の高齢期の生活に
適した住宅への住み替え等を促進。

賃料

※ 異常に空き家が生じた場合、高齢者世帯への家賃支払
いリスクに対する保証

基金※

国

（家を貸す高齢者世帯のメリット）

借上げ主体がマイホームを借上げるため、安
定した家賃収入が得られる （マイホームが
もう一つの年金に）

転貸が３年間の定期借家であるため、マイ
ホームに戻ることも可能

地方公共団体

連携

制度の紹介、相談窓口の設置等

【地方公共団体等と移住・住みかえ支援機構との連携について】
・全国276の地方公共団体において、「マイホーム借上げ制度」の紹介や相談窓口の設置など、宅建事業者や地域住民等と機構との橋渡しを行っている。（平
成29年4月1日時点）。
・住宅金融支援機構は借上げ主体に対し、子育て世帯への転貸に係る賃料を担保に、 耐震改修融資を実施。

一般社団法人移住・住みかえ支援機構の事業開始（平成18年
10月）からの制度活用実績は、情報会員登録8,415件、制度利
用申し込み1,220件、入居者決定951件（平成29年12月末現
在）

（家を借りる子育て世帯等のメリット）

子育て期に適した広い家を借りられる

融資返済

住宅金融支援機構

耐震改修
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〇 既存住宅の流通促進に向けて、｢不安｣｢汚い｣｢わからない｣といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを
払拭し、 ｢住みたい｣｢買いたい｣既存住宅を選択できるようにする。

〇 このため、耐震性があり、インスペクション（建物状況調査等）が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提
供が行われる既存住宅に対し、国の関与のもとで事業者団体が標章（「安心Ｒ住宅」）を付与するしくみを創設する。

「品質が良く、安心して購入できる」
「既存住宅だけどきれい、既存住宅ならではの良さがある」

「選ぶ時に必要な情報が十分に提供され、納得して購入できる」

従来のいわゆる「中古住宅」 「安心Ｒ住宅」 ～「住みたい」「買いたい」既存住宅～

「品質が不安、不具合があるかも」
「古い、汚い」

「選ぶための情報が少ない、わからない」

（既存住宅を紹介しているwebサイト（イメージ））

など

＜スケジュール＞

団体登録・審査

告
示
公
布

平成29年11月6日 平成30年4月

事業者向け
説明会

「安心Ｒ住宅」の流通

10月末～11月

インスペクション済み耐震性あり

リフォーム等の情報現況の写真

「安心Ｒ住宅」（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）の創設

12月

告
示
施
行

標
章
使
用

開
始

「安心Ｒ住宅」ロゴマーク
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「安心Ｒ住宅」（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）の概要

①基礎的な品質があり｢安心｣

既存住宅ならではの良さ 従来の既存住宅のマイナスイメージ

◇ 新築に比べて安い
◇ 実際の住宅を見て検討できる
◇ あらかじめ周辺環境を確認できる
◇ リフォームによって自分のニーズに合わせられる

◇ 「不安」 品質が不安、不具合があるかも

◇ 「汚い」 見た目が汚い、設備が古い

◇ 「わからない」
選ぶための情報が少ない、わからない

③情報が開示されていて
「わかりやすい」

◇外装、主たる内装、水廻り
の現況の写真を閲覧できる

◇広告時に点検記録等の保管
状況が示され、さらに求めに応
じて詳細情報が開示される

◇インスペクション（建物状況調査
等）の結果、既存住宅売買瑕疵保
険の検査基準に適合

〈インスペクションのイメージ〉

◇新耐震基準等に適合

<現況の写真イメージ>
広告を見ても詳細写真等、
選ぶための情報が少ない

消費者が「住みたい」「買いたい」と思える既存住宅を選択できる

・広告等で写真を見て、実施済み

のリフォーム工事の内容等を確
認できる 等

・今までに実施した点検や修繕の内容
がわかる

・どんな保険・保証がつくかがわかる 等

・既存住宅だけど、きれい
・これからリフォーム工事にかかる
費用や リフォーム工事後のイメー
ジがわかる 等

相談できる ◇事業者団体が相談窓口を設置している ・トラブルがあっても相談できる 等

〈現況の写真イメージ〉

◇リフォーム工事を実施してい
ない場合は、費用情報を含む
リフォーム提案書がある

②リフォーム工事が実施されていて「きれい」

(仲介事業者等) (住宅リフォーム事業者)

連携

広告時の情報開示

〈情報開示イメージ〉

「調査報告書」
・ 設計図書 有
・ -------- 無
・ 設備点検 有
・ 修繕 有
・ 保険 有
・ -------- 無

商談時に詳細情報を開示

(仲介事業者等)

安心Ｒ住宅

◇リフォーム工事によって従来
の既存住宅の「汚い」イメージ
が払拭されて いる
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（１）
｢不安｣の払拭

耐震性

• 現行の建築基準法の耐震基準に適合するもの又はこれに準ずるもの※１

※1 下記のいずれかを満たす住宅
・昭和56年6月1日以降に建築したもの
・昭和56年5月31日以前に建築したもので、耐震診断により安全性が確かめられたもの

構造上の
不具合・
雨漏り

• 既存住宅売買瑕疵保険契約を締結するための検査基準に適合したものであること※２

※２ ・構造上の不具合あるいは雨漏りが認められた場合で、広告時点において当該箇所の改修が完了しているものを含む
・広告時点において、既存住宅売買瑕疵保険の申し込みが受理されている場合はその旨を情報提供すること

共同住宅
の管理

• 管理規約及び長期修繕計画を有するとともに、住宅購入者の求めに応じて情報の内容を開示すること※３

※３ 内容の開示は管理組合の承諾が得られた場合に行う

（２）
｢汚い｣イメージの払拭

• 事業者団体毎に「住宅リフォーム工事の実施判断の基準」を定め、基準に合致したリフォームを実施し、従来の
既存住宅の「汚い」イメージが払拭されていること※４

リフォームを実施していない場合は、リフォームに関する提案書（費用に関する情報を含むもの）を付すとともに、
住宅購入者の求めに応じてリフォーム事業者をあっせんすること
※４ 建築後極めて短いものなどはリフォーム不要

• 外装、主たる内装、台所、浴室、便所及び洗面設備の現況の写真等を閲覧できるようにすること

（３）
｢わからない｣イメージの払拭

下記について情報収集を行い、広告をするときに、当該住宅に関する書類の保存状況等を記載した書面（「安心
Ｒ住宅調査報告書」）を作成・交付するとともに、住宅購入者の求めに応じて情報の内容を開示

｢有｣｢無｣｢不明｣の
開示が必要な項目

建築時の情報
適法性に関する情報、認定等に関する情報、住宅性能評価に関する情報、フラット35適合証明書、
竣工段階の設計図書

維持保全の状況に係る情報
＜戸建て住宅又は共同住宅の専有部分＞

維持管理計画、点検・診断の記録、防蟻に関する情報＜戸建て住宅のみ＞、維持修繕の実施状況の
記録、住宅リフォーム工事･改修に関する書類

保険又は保証に係る情報
構造上の不具合及び雨漏りに関する保険・保証の書類、その他の保険・保証の書類（給排水管・設
備・リフォーム工事に関するもの、シロアリに関するもの＜戸建て住宅のみ＞等）

省エネルギーに係る情報 省エネルギー性能に関する書類、開口部（窓）の仕様に関する情報、省エネ設備に関する情報

共用部分の管理に係る情報
＜共同住宅等のみ＞

修繕積立金の積立状況に関する書類、共用部分における大規模修繕の実施状況の記録

その他
住宅履歴情報（住宅の設計、施工、維持管理等の情報）を提供した機関に関する事項（機関名、問合せ先等）、登録団体毎の独自の取組（定期点検
サービス、住宅ローンの金利優遇等）、過去に国、地方公共団体その他の団体から補助金等の交付を受けた実績に関する書類、建築時の販売価格
に関する書類、建築時の設計・施工業者に関する書類 等

「安心Ｒ住宅」の要件
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⑥既存住宅リフォーム一体型
ローンの追加（フラット35）

➂リバースモーゲージ型住宅ローンに係るノンリコース型の追加
（住宅融資保険）

⑦リバースモーゲージ型住宅ローンの拡充（住宅融資保険）

既存住宅活用・住み替えの促進のイメージ

既存住宅

差額分をリバースモーゲージで
借り入れ、街中へ住み替え

④リフォームにより省エネ性能等を向上させた既存住宅
に対する金利引下げ幅の拡大

⑥既存住宅リフォーム一体型ローンの追加（フラット35）
・ 「既存住宅の購入と併せて行うリフォーム」に係る資金をフラット３５による融資の対象に追加する。
⑦リバースモーゲージ型住宅ローン※の拡充（住宅融資保険）

・ 「高齢者が住宅を建設・購入する場合の資金」を、住宅融資保険の付保対象である「リバースモーゲージ型住宅ローン」の対象に追加する。

④リフォームにより省エネ性能等を向上させた既存住宅に対する金利引下げ幅の拡大
・ 既存住宅のリフォームを通じた優良な住宅の供給を促進するため、既存住宅の売買の際に、リフォームにより省エネ性能等を向上させた既存住
宅に対して、金利引下げ幅の拡大を行う。
⑤買取再販事業者に対する融資の住宅融資保険の付保対象への追加（住宅融資保険）
・ 既存住宅を買い取り、リフォームを施した上で販売する買取再販事業者への資金融通を円滑化するため、民間金融機関による買取再販事業者の事業資金に対す
る融資を、住宅融資保険の付保対象に追加する。

平
成
27
年
度

施策の概要

②・⑤買取再販事業者に対する融資の住宅融資
保険の付保対象への追加・拡充（住宅融資保険）

マンション等

買取再販事業者等により
リフォームされた既存住宅を購入

既存住宅の購入に併せて
リフォームを実施

又は

※生前は金利分を返済し、死亡時に担保不動産を処分すること等により、一括して返済する住宅ローン。収入の少ない高齢者に対する住宅ローンとしての活用が期待される。

➂リバースモーゲージ型住宅ローン※に係るノンリコース型の追加（住宅融資保険）

・ 高齢者の住み替え等に資するリバースモーゲージ型住宅ローンの供給を促進するため、相続人が残債を負わない仕組み（ノンリコース）を追加する。

平
成
29
年
度

平
成
28
年
度

住宅金融支援機構による既存住宅取得・リフォーム等の支援

①リバースモーゲージ型住宅ローン※に係る担保掛目の引上げ（長期優良住宅の場合）、年齢要件の引下げを実施（住宅融資保険）

②買取再販事業者に対する融資の住宅融資保険の拡充（住宅融資保険）

・既存住宅流通の活性化を推進するため、買取再販事業者に対する無担保融資について住宅融資保険の付保対象に追加する。

平
成
30
年
度

①リバースモーゲージ型住宅ローンに係る担
保掛目の引上げ（長期優良住宅の場合）、年
齢要件の引下げを実施（住宅融資保険）

32

概 要

※１ 「サービス付き高齢者向け住宅」として登録された住宅であることが必要。
※２ 入居一時金に併せて住み替える前の住宅のリフォーム資金も対象とする場合を含む。
※３ 併せてリフォーム工事を対象とする場合は当該工事費を含む。
※４ 住宅の建設・購入については、住み替え後の土地及び建物。また、サービス付き高齢者向

け賃貸住宅に住み替える場合は、住み替え前の土地及び建物。
※５ 融資対象者が満50歳以上満60歳未満の場合
※６ 担保不動産が長期優良住宅の場合、評価額の50%又は60%から55%又は65%に引き上げ。

○ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅への住み替え等を支援するため、高齢者等が自ら居住する住宅の建設・購入資金又はリ
フォーム資金、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金等に係る民間金融機関によるリバースモーゲージ型住宅ローンを住宅金融
支援機構による住宅融資保険の対象としている。

○ また、当該リバースモーゲージ型住宅ローンについて、平成29年度よりノンリコースローンも付保対象とすることとしたところ。

実施主体 住宅金融支援機構

融資対象者 満50歳以上

資金使途

・自ら居住する住宅の建設・購入資金（H27.4月より）又はリ
フォーム資金（H21.6月より）
・高齢者が住み替える先の住宅※１の入居一時金※２（H23.10月
より）
・親世帯が子ども世帯の住宅取得を支援するための資金
（H28.4月より）

填補率 10割

保険料率
（平成29年度に
おける保険料率
を記載）

保険の対象となる額（要件を全て満たすこと）

①
5,000万円以内
（リフォーム資金及び入居一時金については1,500万円以内）

② 建設費、購入費、リフォーム工事費又は入居一時金※３の100％以内

③
・担保不動産（土地・建物）※４の評価額の30％※５、50％又は60％※６以内

（共同住宅の場合も同様）

民間金融機関

（保険契約者）
住宅金融支援機構

融 資

保険金支払

ローン利用者

(住宅の住み替えやバリアフリー化等を行う高齢者)

保険料支払い

利息は毎月支払、元金は死亡時
に担保処分等により一括返済

詳細（現時点(赤字はH30拡充事項)）

住宅金融支援機構によるリバースモーゲージ型住宅ローンの概要（融資保険）

年齢
満50歳以上
満60歳未満

満60歳以上

通常の住宅 長期優良住宅

担保掛目 30%以内 50%以内 60%以内 55%以内 65%以内

リコース型 0.32% 0.32% 0.81% 0.32% 0.81%

ノンリコース型 0.42% 0.42% 0.94% 0.42% 0.94%
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１ 事業要件

以下のすべての要件に適合する事業。

①事業を実施する地方公共団体において、計画・方針に基づき、以下の取組

を積極的に実施していること。

・子育て支援の場合 ： 保育の受け皿の整備等の子育て支援

・ＵＩＪターンの場合 ： 起業支援等の地域活性化に資する取組及び空き家の
解消に資する取組

・コンパクトシティ形成の場合 ： 都市機能の誘導等のコンパクトシティ形成に
資する取組及び空き家の解消に資する取組

・ 空き家対策の場合 ：空家対策特別措置法に基づく「空家等対策計画」の策
定等の空き家の解消に資する取組を積極的に実施して
いること

② 地方公共団体において、住宅の建設・購入・改良（空き家対策の場合は空

き家バンクに登録された住宅の改修又は取得）に対して、一定の補助金等

の財政支援を行うものであること。

③ 住宅金融支援機構に設置された有識者委員会において、事業内容が適

切であると認められたものであること。

２ 支援内容

① 対象となる住宅取得

・ 若年子育て世帯による既存住宅の取得

・ 若年子育て世帯・親世帯等による同居・近居のための新築・既存住宅の取得

・ ＵＩＪターンによる新築・既存住宅の取得

・ 居住誘導区域内における新築・既存住宅の取得

・ 空き家バンクに登録された住宅の取得

※ 各施策の要件は、地方公共団体が、地域の実情を踏まえて設定。

② 住宅ローン（フラット３５）の金利引下げ

・ 当初５年間、▲0.25％引下げ

「ニッポン一億総活躍プラン」「まち・ひと・しごと創生基本方針」の推進に向
けて、「子育て支援」「ＵＩＪターン」「コンパクトシティ形成」「空き家対策」の施
策について、地方公共団体と住宅金融支援機構が連携して支援。

「ニッポン一億総活躍プラン」「まち・ひと・しごと創生基本方針」における地方創生等の推進に向け、「子育て支援」「ＵＩＪター

ン」「コンパクトシティ形成」「空き家対策」の施策を実施している地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、地方公共団体によ
る財政的支援とあわせて、フラット３５の金利を引き下げることにより、子育て支援・地域活性化の推進を図る。

フラット３５子育て支援型及び地域活性化型の概要

＜地方公共団体と住宅金融支援機構の連携イメージ＞

協定
補助金等の

財政的な支援措置
住宅ローン（フラット35）の

金利引下げ

地方公共団体 住宅金融支援機構

子育て支援型 （子育て支援）
～「希望出生率１．８」に向けた近居・同居等の実現～

【シニア世帯】 【子育て世帯】

近居・同居

地域活性化型 （ＵＩＪターン）
～潜在的希望者の地方移住・定着の実現～

【施策を実施する
地方公共団体の区域内】

ＵＩＪターン

＜施策イメージ＞

地域活性化型 （コンパクトシティ形成）
～コンパクトシティの実現～

【居住誘導区域内】 【居住誘導区域外】

住み替え

【施策を実施する
地方公共団体の区域外】

地域活性化型 （空き家対策）
～急増する空き家の活用の実現～

空き家の活用

【空き家バンクに登録された住
宅の取得】 34

暮らし・にぎわい再生事業

・認定基本計画への位置付け ・地階を除く階数が原則として3階以上※

・耐火建築物又は準耐火建築物※

・敷地面積及び当該敷地に接する道路の面積の1/2の合計が1,000㎡以上

等を満たすものであること※

1/3
※公益施設の割合が高い
（1/10以上）等の一定の要

件を満たす場合は、国費
率加算（1/3→2/5）

地方公共団体
都市再生機構
中心市街地活性化協議会
民間事業者等

賑わい空間施設整備
多目的広場等の公開空地の整備
に対し、補助

〔整備イメージ〕

旧施設暮らし・にぎわい再生事業計画

中心市街地
（認定基本計画）

計画コーディネート支援

移転

駐車場

新施設

空きビル

多目的広場

関連空間整備
（駐車場、緑化施設等）

都市機能まちなか立地支援
公共公益施設の整備に対し、補助

（エレベーター・
駐車場等の共同
施設整備費、賑
わい交流施設の
整備費に補助）

空きビル再生支援

空きビル等の公共公益施設・集客施設へ
の改修に対し、補助

（ｽｰﾊﾟｰから生涯学習ｾﾝﾀｰへのｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）

（改修工事費、共同
施設整備費、賑わ
い交流施設の整備
費に補助）

中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中心市街地活性化基本計画の認定を受けた地区について、都市機能のまちなか
立地、空きビル再生、多目的広場等の整備等を総合的に支援することにより、まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図る。

施行者対象施設要件 国費率

補助内容

※小規模連鎖型暮らし・にぎわい再生事業では対象施設要件として、個々の建物階数や構造は問わず、
敷地面積1,000㎡未満の施設については複数の事業区域の敷地面積の合算が可能となる。 35
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既存住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、一定の質の向上が図られた既存住宅を取得した場合の登録免許税の特例
措置を２年間延長する。併せて、買取再販事業者が既存住宅を取得し一定のリフォームを行った場合、敷地に係る不動産取得税
を減額する特例措置を講じる。

買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長・拡充（登録免許税・不動産取得税）

要望の結果

特例措置の内容

結 果

現行、買取再販で扱われる住宅について、以下の通り軽減。

施策の背景

※耐震、省エネ、バリアフリー、水回り等のリフォーム

【登 録 免 許 税 （買 主）】

【不動産取得税（事業者）】

税率を一般住宅特例より引き下げ

築年数に応じ、一定額を減額

現行の措置を２年間（平成30年４月１日～平成32年３月31日）延長する。【登 録 免 許 税 （買 主）】

○ 買取再販は、ノウハウを有する事業者が既存住宅を買い取り、質の向上を図るリフォームを行ってエンドユーザーに販売する
事業。消費者が安心して購入できることから、既存住宅流通・リフォーム市場拡大の起爆剤として期待。

○ 現在、宅地建物取引業法の改正によるインスペクションの活用や、「安心Ｒ住宅」制度の創設など、既存住宅流通市場の更なる
活性化に向けて取組をスタート。

売主 事業者 買主

リフォーム工事（一定の質の向上）※

• 不動産取得税
• 登録免許税

住宅：所有権移転登記： 0.1％
（本則2％、一般住宅特例0.3％）
（H28.4.1～H30.3.31）【延長】

住宅：築年月日に応じ、一定額を減額
（最大36万円） （~H31.3.31）

敷地：一定額を減額【拡充】

• 不動産取得税
• 登録免許税

一定の場合に特例措置の対象を敷地部分に拡充（敷地に係る不動産取得税を減額）する。

※1対象住宅が「安心Ｒ住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合

※2①45,000円 ②土地１㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の２倍（上限200㎡）×３％ のいずれか多い方を減額

【不動産取得税（事業者）】
※１ ※２

2025年までに既存住宅流通市場規模を８兆円に、リフォーム市場規模を12兆円に倍増
〔未来投資戦略2017（平成29年６月９日閣議決定）〕

目標

36

居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長（所得税・個人住民税）

国民一人一人が、それぞれのライフステージに応じた住宅を無理のない負担で円滑に取得できる住宅市場を実現するため、
居住用財産の買換え等に係る特例措置を２年間延長する。

施策の背景

要望の結果

特例措置の内容

結 果

現行の措置を２年間（平成30年１月１日～平成31年12月31日）延長する。

様式２

【譲渡損が生じた場合】

① 住宅の住替え（買換え）で譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失額を
所得金額の計算上控除（以降３年間繰越控除）

② 住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン残高から
譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除 （以降３年間繰越控除）

【譲渡益が生じた場合】

③ 住宅の住替え（買換え）で、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡がなかったものとして、譲渡による
収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税

※いずれも【所得税・個人住民税】

住宅売却損益の発生状況

住宅売却損益の発生状況

居住用財産の譲渡のうち、約７割において売却損
が発生しており、住替えの支障となっている。

また、譲渡益が発生する場合にも、多額の税負担
が発生している。

売却損発生 68.7%
（うち、4割が1,000万円以上の損）

損得なし 3.3%

売却益発生
28.0%

（出典）：（一社）不動産流通経営協会
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65歳未満の単身

65歳以上の単身

高齢夫婦

高齢夫婦以外の…

３人世帯
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５人以上世帯
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居住のミスマッチ
世帯人数の多い世帯と高齢者単身・夫婦世帯が住む住宅の広さにミスマッチがみられる

（出典）：総務省「平成25年住宅・土地統計調査」

※売却時に築年数５年以上の住宅

高齢夫婦以外の
二人世帯

65歳以上の単身及び夫
婦の持家住宅の58％は
100㎡以上

４人以上世帯の持家住
宅の29％は100㎡未満

37
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制度に関する問合せ先：国土交通省 住宅局 住宅総合整備課、安心居住推進課
電話：03-5253-8111 内線：住宅総合整備課（39-844）、安心居住推進課（39-856）

補助事業に関する問い合わせ先※：スマートウェルネス住宅等推進事務局
Email：snj@swrc.co.jp 電話：03-6265-4905

高齢者、障害者及び子育て世帯など向けの専用賃貸住宅と
して、空き室や空き家を活用する場合に、必要な改修を行
う大家等に対して補助を行います。

新たな住宅セーフティネット制度における登録住宅の改修に対する支援措置 平成３０年度
国庫補助事業

補助の対象となる工事は？

補助はいくら出る？

補助を受ける場合の条件は？

１

２

３

補助率：1/3

限度額：50万円／戸 （共同居住用住宅に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、
耐震改修工事のいずれかを含む場合は、100万円／戸）

主に、

○住宅確保要配慮者専用賃貸住宅（専用住宅）として登録されるもの

○専用住宅として10年以上活用するもの

○公営住宅に準じた家賃額以下であること

○地方公共団体が、空家等対策計画等で空家を登録住宅として有効活用する旨を記載して

いる区域

○ 共同居住用住宅に用途変更するための改修工事 ○ 間取り変更工事

○ 耐震改修工事 ○ バリアフリー改修工事

○ 居住のために最低限必要と認められた工事 ○ 居住支援協議会等が必要と認める改修工事

※ 上記工事に係る調査設計計画（インスペクションを含む）も対象

（参考）新たな住宅セーフティネット制度

登録住宅の改修や入居者への経済的支援

住宅確保要配慮者への居住支援

○都道府県による居住支援法人の指定
○居住支援法人や居住支援協議会による居住支援活動

の充実
○生活保護受給者の住宅扶助費等の代理納付の推進
○適正に家賃債務保証を行う事業者の登録制度
○居住支援活動に対する補助

○国と地方公共団体による改修費への補助
○住宅金融支援機構による改修費への融資等
○国と地方公共団体による家賃や家賃債務保証料の

低廉化への補助

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

○都道府県・市区町村による住宅確保要配慮者向け賃貸
住宅の供給促進計画の策定

○賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅
として都道府県・政令市・中核市に登録

○都道府県等が登録住宅の情報開示・賃貸人の指導監督
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

最近の都市政策関連の取組について

平成30年1月23日
住宅団地再生連絡会議

国土交通省 都市局 都市計画課

都市計画基本問題小委員会の中間取りまとめについて

○本年２月に設置、第１回を開催。４～５年程度かけて都市計画が対処すべき課題全体を射程に。
○検討はテーマごとに深掘りし、全体の検討をまたず、順次、対応方策をとりまとめ必要な制度化をアウトプットとしていく。
○都市の社会問題の解決にはどのような方策が必要かというアプローチで、計画制度だけでなく事業や運用改善など幅広い観点から検討。
○当面は「都市のスポンジ化」をテーマに検討に着手。本年夏を目途に課題、論点、対応方策をとりまとめ、制度改正等に向けた審議を行う。

○人口減少等が進む中にあっても、住民生活を支えるサービス機能が確保された持続可能な都市構造を実現するため、誘
導手法の導入・活用によりコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを推進。

○他方、多くの都市では、空き地・空き家が時間的・空間的にランダムに発生するなど、「都市のスポンジ化」と言うべき事
象が顕在化。都市の拡大を前提に開発コントロールを基調とする現行制度は、不作為への対処には限界。

○また、周辺環境と不調和な開発・建築、災害危険性の高い住宅市街地、郊外のスプロール開発の進行、長期間未着手の
都市計画施設など、これまで構築してきた制度体系をもってしてもなお、解消に至っていない課題も存在。

○このため、社会資本整備審議会に「都市計画基本問題小委員会」を設置し、都市計画に関し現に生じている様々な課題
を把握・整理し、対応方策の検討を行う。

背 景

進め方

①都市のスポンジ化への対応
→都市のスマートな縮退に向け、都市計画の射程を開発段階から管理段階に拡大し、空間の状態をコントロールする仕組みが考えられないか。
（例）契約・協定手法の導入、不作為（利用放棄）に対する行政の関与 等

②地域にふさわしい土地利用の実現
→個々の地区の状況に応じ、裁量性のある土地利用コントロールをきめ細かに行うことが可能となる仕組みが考えられないか。
（例）良好な街並み形成の必要が高い等一定の区域について、マスタープランや周辺環境との適合等の裁量的判断に基づき、開発･

建築行為を統合的に審査する許可制度の導入等

③多様な主体の参画
→行政以外に都市空間の形成・管理を担う推進力として、住民、民間団体等が積極的に関与する枠組が考えられないか。
（例）行政を補完・代替するエリアマネジメント活動の位置付け、住民参加を実質化する手続の充実（意見への応答義務等） 等

④生活圏の広域化への対応
→大規模集客施設の立地等、市町村域を超えて大きな影響が見込まれる事案について、広域的調整を行う仕組みが必要
ではないか。
（例）都市圏内各市町村と都道府県で構成する協議会の設置、将来都市構造を具体的に明示したマスタープランの策定 等

検討課題・テーマの例

（宮崎市中心市街地の例）

都市のスポンジ化のイメージ

商業地域でのマンションの林立

戸建て住宅地の高層マンション

車が野積みされた低未利用地
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○都市計画に関する重要政策として、人口減少社会にあっても利便性が確保
された都市生活を持続させるため、人口密度が適度に維持された市街地の
形成を目指す、コンパクトシティ政策を推進。

○しかしながら、「都市のスポンジ化」が都市全体にランダム性をもって発
生。コンパクトシティ政策を推進していく上で重大な支障となっている。

都市のスポンジ化への対応の必要性

地方都市の商業地の空き地の例（黒塗部）

＊都市のスポンジ化：都市の内部において、空き地、空き家等の低未利用の空間が、
小さな敷地単位で、時間的・空間的にランダムに、相当程度の分量で発生する現象

＊都市の低密度化：人口減少に伴い都市全体の人口密度や土地利用密度が低下する現象

■都市の低密度化
○生活利便性の低下

○行政サービス、インフラの維持
管理、既往の投資の非効率化

都市のスポンジ化がもたらす課題

■空き地・空き家等の
大量発生

○治安、景観、居住環境の悪化、
災害危険性の増大

■中心部における
土地の低未利用

○都市全体の機会損失

○郊外への需要流出

○発生したスポンジ化への対処のほか、ま
だ顕在化していない地域での予防的な措
置をあわせて、都市計画上の課題として
対策を講じる必要。

○一方、使い道が失われた土地等は、マイ
ナス面だけでなく、暫定的な需要の受け
皿や施設の種地、ゆとり空間の創出など
、プラス面の要素も。

都市計画基本問題小委員会中間とりまとめの概要 ①

2

戸建住宅団地の空き地の例＊(グレー部)
＊出典：「都市をたたむ」饗庭伸（2016）

広場として活用低未利用な土地
※イメージ：松山市の事例（みんなのひろば）

雑草の繁茂 廃材の堆積

施策の具体的方向性（抜粋）

・近隣住民等に利用価値がある土地を、隣地統合をはじめ、有効に土地活用を行う
者に引き渡し、集積を図る。

・情報のマッチングや働きかけを通じた、行政の媒介・仲介機能の発揮。 ＊山形県鶴岡市「ランドバンク事業」

■まちづくりを主体的に担うコミュニティ活動の推進

・地権者が共同して、低未利用地の有効活用に向け、市街地の整備改善や利便施設の
計画から整備・管理までを一体的に行う取組を推進するため、実施主体や事業手法
を検討。 ぱてぃお大門（長野市）

ストック活用を図りなが
ら公共的な空間（広場）
を地権者及び民間事業者
が共同して整備から管理
まで行っている事例

社会資本整備総合交付金（国費10,484億円）の内数
都市開発資金貸付金（土地区画整理事業資金融資）国費 5.3億円

・小規模な土地の入替えを可能とする空間再編賑わい創出事業
（仮称）を創設し、空き地の集約化と有効活用を促進。

＋土地区画整理事業における集約
換地の特例の創設（法制度）

小規模な土地区画整理事業への
支援の拡充
（交付金、都市開発資金貸付金）

空間再編賑わい創出事業（仮称）【H30年度予算概算要求事項】

3

対策の視点と留意点（都市計画制度の課題）

「線」を引くことで都市空間をコントロールする制度だけでは、ランダムに発生するスポンジ化に十分に対処できない。

都市計画は、開発・建築行為を規制することで、土地利用の用途やボリュームなどの使い方（what to use）をコントロールし
ているが、現在課題となっているのは「利用しないこと」を含む土地等の使われ方（how to use）。日本の都市計画制度には
、施設整備後の機能維持に関するマネジメント手法がない。

⇒現行制度で取り得る対策の他、現在備えていない必要な政策手法を検討する必要。

■土地等の媒介（情報の集約とマッチング）や所有と利用の分離を通じた空き地等の利活用

都市計画基本問題小委員会中間とりまとめの概要 ②
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都市のスポンジ化（低未利用土地）対策のための特例措置の創設 （所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等）

人口減少下にあっても持続可能なコンパクトシティの形成に向けて、立地適正化計画に定める居住誘導区域等の区域内の低未利
用土地などの利用促進や、地域の利便の確保・維持に不可欠な施設の整備・管理の促進を図るための特例措置を創設す
る。

① 立地誘導促進施設協定（仮称）に係る課税標準の特例措置

低未利用土地などを活用した、地域利便の増進に寄与する施設の整備を
促進するため、地権者が全員合意により、当該施設の整備・管理を地方公
共団体に代わり自ら行う新たな協定制度を創設。

【固定資産税・都市計画税】

協定に基づき整備・管理する公共施設等（道路・広場等）について

都市再生推進法人が管理する場合に課税標準を2/3に軽減

（5年以上の協定の場合は3年間、10年以上の協定の場合は5年間）

特例措置の内容

要望の結果

低未利用地を含む地域で
地権者の合意による

協定を締結

※ 公共施設等の固定資産税等の
軽減

地権者による整備・管理

市町村長の認定
（認定により承継効が付与）

多くの都市で、空き地等の低未利用土地が時間的・空間的にランダムに生じる「都市のスポンジ化」が進行し、居住や都市機能の誘導を図るべき区域においても、
エリア価値の低下、生活環境の悪化、施設の種地確保の阻害等の問題を生じさせ、コンパクトなまちづくりを進める上で重大な障害となっている。

施策の背景

特例措置の内容

市町村が、地域内に散在する低未
利用土地などの利用意向を捉えて、
関係地権者等の合意を得ながら、
計画を策定し、必要な利用権の
設定等を促進する制度を創設。

【登録免許税】 計画に基づく土地・建物の取得等について以下のとおり税率を軽減

・地上権等の設定登記等（本則１％→0.5％）

・所有権の移転登記（本則２％→１％）

【不動産取得税】 計画に基づく一定の土地の取得について軽減（課税標準の1/5控除）

低未利用土地の利用に係る一時保有機能
等を果たすべく、都市再生推進法人に低未
利用土地の取得等の業務を追加。

特例措置の内容

【所得税、法人税、個人住民税等】

都市再生推進法人に低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得（2,000
万円以下の部分）に係る税率を軽減

所得税 個人住民税

本則 15% 5%
特則 10% 4%

軽減部分 5% 1%

※ 法人の場合は重課制度（長期5%）が適用除外
（ただし、重課制度は平成31年度末まで課税停止。）

③ 都市再生推進法人に低未利用土地等を譲渡した場合の特例措置

② 低未利用土地権利設定等促進計画（仮称）に係る特例措置

居住誘導区域

■従前：低未利用土地が発生立地適正化計画区域

低

低 ：低未利用土地

低

低

＜低未利用土地利用権設定等促進計画のイメージ＞

公営駐輪場
（X）

民営駐車場

空き家
（A）

民営
駐車場
（Ｃ、Ｄ）

土地の利用方法の交換

空き地
（B）

（C）（Ｄ） 駅

空き地
（B）

（C）（Ｄ） 駅

空き家
（Ａ）

交流広場
（駐輪場併設）

（X）

4

②「都市のスポンジ化」対策

・小規模な土地の入れ替えを可能とする「空間再編賑わい創出事業」を創設し、空き地の集約化と有効活用を促進。

【法制度、交付金、都市開発資金貸付金】

立地適正化計画の策定、都市機能の誘導・集約等を図るための施設整備を支援するとともに、「都市のスポンジ化」対
策、公共公益施設の再編を促進するための措置を講じ、コンパクトシティを推進する。

施策の概要

③公共公益施設の再編の促進

・公共公益施設等の更新・再編に対する民都機構の金融支援を拡充。 【都市開発資金貸付金】

④先進的技術を活用した都市のスマート化

・AI、IoT等を活用したスマートシティ実証実験の実施。 【調査費】

①本格的実施段階を迎えたコンパクトシティの取組支援

・「コンパクトシティ形成支援チーム」を通じて、施策間連携等、省庁横断的に支援。

・コンパクトシティ施策の基礎となる立地適正化計画の策定や実現に向けた取組を支援。 【コンパクトシティ形成支援事業、交付金（都市再構築事業）等】

＋

土地区画整理事業における集約
換地の特例の創設（法制度）

小規模な土地区画整理事業への
支援の拡充
（交付金、都市開発資金貸付金）

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持するエリアを設定

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと当該エリアに誘導する
施設（福祉・医療等）を設定

立地適正化計画区域（＝都市計画区域）

都市局平成３０年度予算案 「コンパクトシティの推進、地方都市の再生」
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○人口減少局面を迎え、今後多くの都市では、空き地・空き家がランダムに発生する「都市のスポンジ
化」が懸念される。このような散在する空き地等の低未利用地は、個々の敷地のみでは有効活用が進ま
ず、都市の中心部において都市機能の集積を図るうえで支障となることから、コンパクトシティ政策を
より一層強力に推進していくためには、これらの低未利用地を集約し、まとまりのある土地に都市機能
増進施設の整備を誘導していくことが求められる。

○このため、小規模な土地の入替えを可能とする「空間再編賑わい創出事業（仮称）」を創設し、空き地
の集約化とその有効活用を促進することとし、都市再生特別措置法等により必要な法制度の枠組みを構
築するとともに、これに対する支援として、社会資本整備交付金（区画整理事業）と都市開発資金によ
る融資制度を拡充する。

現行制度 拡充内容

支援制度の創設
社会資本整備交付金（区画整理事業）・都市

開発資金による融資制度の拡充

法改正
空地の集約化による共同利用用地の確保を
可能とする制度の創設

小規模な土地の入替えを行う区画整理事業
や共同広場等の共同施設整備は、交付金・
都市開発資金の融資制度の支援対象外

区画整理事業は、現位置での換地を原則と
しており、地域で共同利用する土地の確保
のための事業は法制度の対象外

従前 空地

継続居住希望者

従後

歩
行
者
専
用
道

共同広場
の整備

賑わい施設
の導入

空地集約化
を図る地区

空き地の集約を図る「空間再編賑わい創出事業」に対する支援制度の創設

6

民間都市開発事業民間都市開発事業

賃料

賃貸

無利子
貸付

借入れ

国

民間金融
機関

民都機構

共同施行後、
持分を自治体に

貸付け

自治体

スキーム案

住居・オフィス・
商業・ホテル 等

公共公益施設公共公益施設

民都機構が一定期間保有し、
賃料により代金支払いを受ける

民間事業の一環として、公共公益施設の再編を実施
（公共公益施設は賃貸入居）

民間都市開発事業を活用しながら公共公益施設を更新・再編する、公民連携によるまちづくりを進
め、コンパクトシティを推進

民間事業者による公共公益施設整備への金融支援

通常

自治体

公共公益
施設

公共公益
施設

公共事業等に
よる整備

（起債等による資金調達）

厳しい財政状況の中で、自治体が自ら公共公益施設の更新・再編を進めることには限界があり、また、
民間資金を使って公共公益施設を整備しようとしても、リスクをテイクできる民間事業者が少ない。

○収益性の高い施設部分を保有することが可能となり、公共公益
民間事業者 施設等を含む複合開発に取り組みやすくなる。

○運営を得意とする地域の事業者の参入が可能となる。

自治体 ○公共施設整備に係る初期費用を負担せずに支出を平準化。 PPP事業を促進するとともに、
コンパクトシティを推進⇒

課題

関係者の主なメリット
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・都市部に先駆けて高齢化 ⇒ 自家用車を運転できない人の
増加

・高低差の大きな地形 ⇒ 徒歩による移動困難

➢利用者ニーズ、利用場面に応じたデマンド交通、巡回型バス
など様々な交通サービスの提供が必要

■ 急速な高齢化が進むニュータウンについて、高齢者のモビリティ確保の観点から、自動運転技術の
活用に関わる実証実験に向けた検討を実施します。
※平成２９年１１月２日「第１回都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会」開催

＜背景＞

ニュータウンにおける多様な自動運転サービス

［実証実験における検証項目］
○歩行者、自動車交通が混在した道路における車両運
行の安全性検証

○自動運転に対応したﾃﾞﾏﾝﾄﾞ運行ｼｽﾃﾑの検証 等

○バス停における正着制御の検証
○バス運行における遠隔操作システムに関する検証

等

○経路途上でのルート変更に対する自動運行システム
の即応性の検証

○利用者の呼出に対する選択手段・ルートの妥当性に
係る検証 等

［自動運転実証実験のイメージ］
①カーシェアによるデマンド交通の導入実験

➢歩車混在の地区内道路を通行し、自宅から拠点施設
等の目的地まで運行する交通手段の導入

②巡回型バス交通の導入実験

➢バス専用レーン等を通行し、ニュータウン内を循環
するバス交通の導入

③ ①・②の一体運用による賢い運行ｼｽﾃﾑ実証実験

➢利用者からの呼出に対し、最適手段を選択・提供す
る運行システムの導入

②

①

［自動運転活用イメージ図］

③

③

8

（参考）コンパクト・プラス・ネットワークのねらい

○医療・福祉・商業等の生活
サービスの維持が困難に

○公共交通ネットワークの縮小・
サービス水準の低下

■ 地域経済の衰退

■ 都市の生活を支える機能の低下

○地域の産業の停滞、企業の撤退

○中心市街地の衰退、
低未利用地や空き店舗の増加

○社会保障費の増加

○インフラの老朽化への対応

■ 厳しい財政状況

都市が抱える課題

生活サービス機能の維持

生活サービス施設へのアクセス確保
など利用環境の向上

高齢者の社会参画

サービス産業の生産性向上、投資誘発

外出機会・滞在時間の増加による消費拡大

インフラの維持管理の合理化

行政サービスの効率化

地価の維持・固定資産税収の確保

健康増進による社会保障費の抑制

コンパクトシティ

生活サービス機能と居住を
集約・誘導し、人口を集積

まちづくりと連携した公共交通
ネットワークの再構築

＋
ネットワーク

エネルギーの効率的利用
ＣＯ２排出量の削減

中心拠点や生活拠点が
利便性の高い公共交通で結ばれた
多極ネットワーク型コンパクトシティ

高齢者や子育て世代が安心・快適に
生活できる都市環境

ビジネス環境の維持・向上により
地域の「稼ぐ力」に寄与

財政面でも持続可能な都市経営

低炭素型の都市構造の実現

○ 人口減少・高齢者の増加

○ 拡散した市街地

都市を取り巻く状況

○都市のコンパクト化は、居住や都市機能の集積による「密度の経済」の発揮を通じて、住民の生活利便性の維持・
向上、サービス産業の生産性向上による地域経済の活性化、行政サービスの効率化等による行政コストの削減
などの具体的な行政目的を実現するための有効な政策手段。

コンパクトシティ化による効果の例

生活利便性の維持・向上等

地域経済の活性化

行政コストの削減等

地球環境への負荷の低減
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◆区域外の居住の緩やかなコントロール
○一定規模以上の区域外での住宅開発について、
届出、市町村による働きかけ

（参考）コンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度

○平成26年に改正した都市再生特別措置法及び地域公共交通活性化再生法に基づき、都市全体の構造を見渡しながら、
居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導と、それと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を推進。

○必要な機能の誘導・集約に向けた市町村の取組を推進するため、計画の作成・実施を予算措置等で支援。

立地適正化計画 （市町村が作成）
【改正都市再生特別措置法】（平成26年8月1日施行）

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロール
○誘導したい機能の区域外での立地について
届出、市町村による働きかけ

◆区域内における居住環境の向上
○住宅事業者による都市計画等の提案制度

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定

公共交通沿線への
居住の誘導

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
○福祉・医療施設等の建替等のための容積率の緩和
○公的不動産・低未利用地の有効活用

◆歩いて暮らせるまちづくり
○歩行空間の整備支援

地域公共交通網形成計画
【改正地域公共交通活性化再生法】

（平成26年11月20日施行）

○地方公共団体が中心となり作成

○まちづくりとの連携

○地域全体を見渡した

面的な公共交通ネットワークの再構築

国土交通大臣の認定

関係法令の特例・予算支援の充実

地域公共交通再編実施計画
（地方公共団体が

事業者等の同意の下作成）

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

乗換拠点
の整備

Ｚ

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導

歩行空間や自転車
利用環境の整備

拠点エリアにおける循環型の
公共交通ネットワークの形成

コミュニティバス等による
フィーダー（支線）輸送

デマンド型
乗合タクシー等の導入

立地適正化計画

連携

好循環を実現

多極ネットワーク型
コンパクトシティ

地域公共交通
再編実施計画

→加えて、地域公共交通ネットワークの再構築を図る
事業への出資等の制度を創設するため、平成２７年８
月に地域公共交通活性化再生法等を改正 10

○３５７都市が立地適正化計画について具体的な取組を行っている。 （平成２９年７月３１日時点）
○このうち、１１２都市が平成２９年７月３１日までに計画を作成・公表。

※平成２９年７月３１日までに作成・公表の都市（オレンジマーカー）
都市機能誘導区域、居住誘導区域ともに設定した市町村（赤字：６６都市）、都市機能誘導区域のみ設定した市町村（青字：４６都市） （平成29年7月31日時点）

合計３５７都市

長井市 芳賀町 小牧市 河内長野市 宇和島市 杵築市

札幌市 中山町 八王子市 金沢市 岐阜市 東海市 大東市 松江市 八幡浜市

函館市 前橋市 府中市 小松市 大垣市 知立市 和泉市 大田市 新居浜市 都城市

旭川市 福島市 高崎市 日野市 輪島市 多治見市 東郷町 箕面市 江津市 西条市

室蘭市 郡山市 桐生市 福生市 加賀市 関市 門真市 大洲市 鹿児島市

釧路市 いわき市 伊勢崎市 白山市 瑞浪市 津市 高石市 岡山市 伊予市 薩摩川内市

士別市 須賀川市 太田市 相模原市 野々市市 大野町 四日市市 東大阪市 倉敷市 四国中央市 姶良市

北広島市 喜多方市 館林市 横須賀市 伊勢市 阪南市 津山市 西予市

石狩市 二本松市 渋川市 藤沢市 福井市 静岡市 松阪市 総社市 那覇市

福島町 国見町 藤岡市 小田原市 敦賀市 浜松市 桑名市 神戸市 高梁市 高知市

八雲町 猪苗代町 吉岡町 秦野市 小浜市 沼津市 名張市 姫路市 赤磐市 南国市

鷹栖町 矢吹町 明和町 厚木市 大野市 熱海市 亀山市 尼崎市 土佐市

東神楽町 新地町 邑楽町 大和市 勝山市 三島市 伊賀市 西宮市 広島市 須崎市

芽室町 伊勢原市 鯖江市 富士市 朝日町 西脇市 呉市

水戸市 さいたま市 海老名市 あわら市 磐田市 高砂市 竹原市 北九州市

青森市 日立市 川越市 越前市 焼津市 大津市 朝来市 三原市 大牟田市

弘前市 土浦市 本庄市 新潟市 越前町 掛川市 彦根市 たつの市 福山市 久留米市

八戸市 古河市 東松山市 長岡市 美浜町 藤枝市 草津市 福崎町 府中市 直方市

黒石市 石岡市 春日部市 三条市 高浜町 袋井市 守山市 太子町 東広島市 飯塚市

五所川原市 龍ケ崎市 深谷市 新発田市 裾野市 栗東市 廿日市市 田川市

十和田市 下妻市 戸田市 小千谷市 甲府市 湖西市 甲賀市 大和高田市 行橋市

むつ市 高萩市 志木市 見附市 山梨市 菊川市 野洲市 大和郡山市 下関市 小郡市

取手市 坂戸市 燕市 大月市 伊豆の国市 湖南市 天理市 宇部市 宗像市

盛岡市 牛久市 日高市 糸魚川市 笛吹市 牧之原市 東近江市 桜井市 山口市 太宰府市

花巻市 つくば市 毛呂山町 五泉市 上野原市 函南町 五條市 萩市 朝倉市

北上市 坂東市 越生町 上越市 長泉町 舞鶴市 葛城市 防府市 那珂川町

小美玉市 小川町 魚沼市 長野市 森町 亀岡市 宇陀市 岩国市 遠賀町

仙台市 大洗町 鳩山町 南魚沼市 松本市 長岡京市 川西町 光市

大崎市 城里町 上里町 胎内市 上田市 名古屋市 京田辺市 田原本町 柳井市 小城市

利府町 境町 寄居町 田上町 岡谷市 豊橋市 南丹市 王寺町 周南市 嬉野市

湯沢町 飯田市 岡崎市 河合町

秋田市 宇都宮市 千葉市 諏訪市 瀬戸市 豊中市 徳島市 長崎市

大館市 栃木市 松戸市 富山市 小諸市 春日井市 池田市 和歌山市 阿南市 大村市

湯沢市 佐野市 成田市 高岡市 駒ヶ根市 豊川市 吹田市 海南市

大仙市 鹿沼市 佐倉市 魚津市 茅野市 刈谷市 高槻市 有田市 高松市 熊本市

日光市 柏市 氷見市 塩尻市 豊田市 守口市 新宮市 丸亀市 荒尾市

山形市 小山市 市原市 黒部市 佐久市 安城市 枚方市 湯浅町 坂出市 菊池市

鶴岡市 那須塩原市 流山市 小矢部市 千曲市 蒲郡市 茨木市 多度津町

酒田市 那須烏山市 酒々井町 入善町 安曇野市 江南市 八尾市 鳥取市 大分市

寒河江市 下野市 寝屋川市 松山市 竹田市

高知県

福岡県

佐賀県

奈良県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

鳥取県

島根県

大阪府

兵庫県

三重県

広島県

徳島県

香川県

愛媛県

長崎県

熊本県

大分県

山口県

岐阜県

岡山県

富山県

愛知県

滋賀県

京都府

静岡県

東京都

神奈川県

新潟県

和歌山県

石川県

山梨県

千葉県

福井県

山形県

栃木県

青森県

岩手県

秋田県

宮城県

北海道

福島県

茨城県 埼玉県

群馬県

長野県

（参考）立地適正化計画の作成に取り組む都市
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（１）計画作成費等補助
（コンパクトシティ形成支援事業）
・立地適正化計画の作成、地域住民等の合意形成に必要な専門家派遣等

の費用を補助

・居住誘導区域外から都市機能誘導区域内に一定の誘導施設が移転する
際の当該施設の除却、跡地整備を補助

（補助率：国1/3～1/2 ）

（２）誘導施設の整備に対する補助・金融・税制支援

①補助（社会資本整備総合交付金、都市機能立地支援事業）

・都市機能誘導区域内の誘導施設（医療、社会福祉、教育文化、子育て支援
）の整備に対する補助（補助率：国1/3～1/2）
※三大都市圏の政令市、特別区においては高齢者交流施設

※市町村が公的不動産の賃貸料減免等をした場合、国から民間事業者へ
の直接支援も可能

②金融（民間都市開発推進機構）
・都市機能誘導区域内の誘導施設の整備に対する出資等

③税制
・都市機能誘導区域の外から内への誘導施設移転に係る事業用資産の買
換え特例

・誘導施設用地を提供した者に対する所得税等の軽減

・都市機能と併せて整備される都市利便施設等に係る固定資産税の軽減
等

（３）公共交通ネットワークの整備に対する補助
（社会資本整備総合交付金）
・生活に必要な機能へのアクセスや立地誘導を支える公共交通施設（LRT、
駅前広場、バス乗換えターミナル・待合所等）に対する補助
（補助率：国1/3～1/2）

（参考）立地適正化計画に係る支援措置

老朽化した病院

エリアを指定して、病院用途に限定して
容積率を緩和

［例：誘導施設として病院を定めた場合］

［例：容積率２００％のところを病院に限定して４００％に］

エリアを指定

※複合施設とすることも可能

（４）誘導施設の整備に対する容積率の特例
・都市計画（特定用途誘導地区）に誘導施設として一定の用途
を定めた場合、その用途に限定して容積率を緩和できる

老朽化した病院を建て替え

12
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

住宅団地の実態調査

国土交通省 住宅局

平成30年１月

住宅団地に関する市区町村への調査について（第1次）

＜調査概要＞

調査時期 ： 平成29年8月25日 ～ 平成29年9月15日
調査対象 ： 全国の市区町村（国土交通省から都道府県等を通じて調査を実施）
回答 ： 1724市区町村から回答（全国の市区町村数：1741）
主な調査項目

① 住宅団地※の所在の有無

② 住宅団地の政策的位置づけの有無
③ 住宅団地の現状に対する問題意識
④ 住宅団地再生に係る取組の有無
⑤ 管内の住宅団地の概要（面積、団地構成）

※本調査における「住宅団地」について
①及び②の考え方に基づき、各市区町村において任意に設定

① 土地・建設産業局の提供する全国のニュータウンリスト※２にある住宅団地
② 計画的に開発された市街地であって一斉入居等住宅団地特有の要因によって課題が顕在化している一定規

模以上（おおむね5ha以上を想定）の住宅団地（公共団体が任意に設定）

※２ 全国のニュータウンリスト
以下の要件を満たす住宅・宅地開発事業で開発された地区
条件① 昭和３０年度以降に着手された事業
条件② 計画戸数1,000戸以上又は計画人口3,000人以上の増加を計画した事業のうち、地区面積１６ha以

上であるもの
条件③ 郊外での開発事業（事業開始時にDID外であった事業）

1
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住宅団地の現状

・ 住宅団地注は全都道府県に約３，０００団地所在
※556市区町村に2,886団地、約19.4万ha所在。

・ 三大都市圏に概ね半数立地（面積ベース）

・ 100ha以上の大規模住宅団地のうち、
公的賃貸住宅を含まないものが７割

2
注：住宅団地面積が5ha以上のもの

住宅団地の分布について

市区町村別合計住宅団地面積の分布

3

100~300ha
0～100ha
団地なし

凡例

300ha以上31



4

住宅団地について（今回調査で市区町村からあげられた住宅団地について）(速報値）

〇 全国の市区町村において住宅団地注として認識しているのは2,886団地
〇 戸建住宅を含む団地が最も多く、戸建て住宅のみの団地が団地全体の半数程度を占めている。
〇 公的施策の及びにくい公的賃貸住宅を含まない住宅団地は約8割

総数 5ha以上 16ha以上 50ha以上 100ha以上 200ha以上 500ha以上

団地全体 2,886
2886 2265 1319 479 131 16

100.0% 78.5% 45.7% 16.6% 4.5% 0.6%

戸建住宅を含む 2,659
2659 2108 1252 458 125 15

100.0% 78.5% 45.7% 16.6% 4.5% 0.6%

うち
戸建住宅のみ 1,468

1468 1034 490 146 30 1

100.0% 70.4% 33.4% 9.9% 2.0% 0.1%

公的共同賃貸住宅
を含む

507
507 413 276 141 45 10

100.0% 81.5% 54.4% 27.8% 8.9% 2.0%

うち公的共同賃貸住宅
のみ 91

91 49 17 1 0 0

100.0% 53.8% 18.7% 1.1% 0.0% 0.0%

民間共同賃貸住宅
を含む

975
975 902 640 249 77 12

100.0% 92.5% 65.6% 25.5% 7.9% 1.2%

共同分譲住宅
を含む

555
555 504 359 171 56 13

100.0% 90.8% 64.7% 30.8% 10.1% 2.3%

住宅団地を構成する住宅種別と住宅団地規模別の団地数

注：住宅団地面積が5ha以上のもの

住宅団地が所在する市区町村の現状・意識

・ 住宅団地注が立地する市区町村のうち3割が
政策的位置づけを有する。
※管内団地面積が300haを超える市区町村（大規模団地所在市区町村）では4割

・ 住宅団地注が立地する市区町村のうち約6割が
問題意識を持っている。
※大規模団地所在地区町村では約3/4

・ 住宅団地注が立地する市区町村のうち約２割が団地再生に
係る取組を実施中（取組予定を含めると約3割）。
※大規模団地所在地区町村では約3割（取組予定を含めると約４５％））

5注：住宅団地面積が5ha以上のもの

具体的な問題意識
高齢者が多い（69.7％（大規模：78.9％））、生活利便性の低下(42.0％（大規模：47.4%)、
空家の増加（31.1％（大規模（34.6％））交通機能低下（30.3％（大規模：33.1％））

具体的な取組
高齢者対応（47.9％（大規模：66.0％））、若者転入促進（48.7％（大規模：62.3％）
空家利活用支援（47.0%（大規模：60.4％）、コミュニティ力向上（51.3％（大規模：62.3％）
地域交通支援（36.8％（大規模：49.1％）
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住宅団地所在市区町村について

〇556市区町村において住宅団地が所在。

〇住宅団地注が立地する市区町村のうち3割が政策的位置づけを有する。

※管内団地面積が300haを超える市区町村（大規模団地所在市区町村）では4割

住宅団地あり
556市区町村（32％）

住宅団地なし
1,178市区町村（68％）

住宅団地の所在の有無について

団地再生に係る政策的位置※づけの有無について

位置づけあり
154市区町村

（27.7％）

位置づけを予定：23市区町村（4.1％）

位置づけなし
379市区町村（68.2％）

※政策的位置づけ：市町村総合計画、都市計画マスタープラン、住生活
基本計画など当該自治体で策定された計画に規定。

団地面積
300ha以上

位置づけあり
110市区町村（30.9％）

位置づけあり
69市区町村（38.5％）

位置づけを予定：21市区町村（5.9％）

位置づけを予定：14市区町村（7.8％）

位置づけなし
225市区町村（63.2％）

位置づけなし
96市区町村（53.6％）

7

N=556

N=356

N=179

団地面積
100ha以上

※ 複数の市区町村に渡る住宅団地については、当該複数市町村すべてに当
該団地全体の面積を割り当てている（重複計上）。

住宅団地に係る問題意識について

〇 住宅団地が所在する市区町村のうち6割超の市区町村で住宅団地に係る問題意識を有しており、団地
が多数所在又は大規模団地が所在する市区町村では問題意識がより高くなっている。

○ 具体的に感じている問題意識は「地区の高齢化」「空き家」 「交通機能低下」 「生活利便性の低下」 「コ
ミュニティ弱体化」が多くなっており、大規模団地が所在する市区町村でも傾向は変わらない。

住宅団地に係る問題意識

問題意識あり
350市区町村（62.9％）

問題意識なし
206市区町村（37.1％）

高齢者が多い

空き家が多い

空き地が多い

交通機能低下

生活利便性

コミュニティ弱体化

非住宅用途の
導入が困難

244市区町村
（69.7％）

109市区町村
（31.1％）

45市区町村
（12.9％）

106市区町村
（30.3％）

147市区町村
（42.0％）

74市区町村
（21.1％）

67市区町村
（19.1％）

問題意識あり
237市区町村（66.6％）

高齢者が多い

空き家が多い

空き地が多い

交通機能低下

生活利便性

コミュニティ弱体化
非住宅用途の
導入が困難

77市区町村
（32.5％）

33市区町村
（13.9％） 80市区町村

（33.8％）

110市区町村
（46.4％）53市区町村

（22.4％）
51市区町村
（21.5％）

172市区町村
（72.6％）

うち100ha以上所在する市区町村の問題意識

うち300ha以上所在する市区町村の問題意識

問題意識あり
133市区町村（74.3％）

高齢者が多い

空き家が多い

空き地が多い

交通機能低下

生活利便性

コミュニティ弱体化
非住宅用途の
導入が困難

105市区町村
（78.9％）

46市区町村
（34.6％）

22市区町村
（16.5％） 44市区町村

（33.1％）
63市区町村
（47.4％）

36市区町村
（27.1％）

35市区町村
（26.3％） 8

※ 複数の市区町村に渡る住宅団地については、当該複数市町村すべてに当
該団地全体の面積を割り当てている（重複計上）。

N=604

N=350

N=356

N=179
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住宅団地再生に係る取組の実施状況について

〇 住宅団地が所在する市区町村のうち約2割の市区町村で住宅団地再生に係る取組を実施中。団地が多数
所在又は大規模団地が所在する市区町村では実施予定も含め、より取り組む自治体が多くなっている。

○ 具体的な取り組み内容は、「高齢者対応」「若年世帯転入促進」「空き家」「コミュニティ力向上」などの取り
組みが多く行われており、大規模団地が所在する市区町村でも傾向は変わらない。

住宅団地再生に係る取組状況

実施中
117市区町村

（21.0％）

実施予定：50市区町村（9.0％）

実施していない：389市区町村（70.0％）

高齢者対応

若年世帯転入促進

空家利活用支援

空き地地活用支援

地域交通への支援

生活利便サービス
提供支援

コミュニティ力向上

新たな用途導入

産学官連携

実施中の取組内容

うち100ha以上所在する市区町村の団地再生取組状況

実施中
87市区町村（24.4％）

実施予定：41市区町村（11.5％）

実施していない
228市区町村(64.0％）

高齢者対応

若年世帯転入促進

空家利活用支援

空き地地活用支援

地域交通への支援
生活利便サービス

提供支援
コミュニティ力向上

新たな用途導入

産学官連携

56市区町村（47.9%）

57市区町村（48.7%）

55市区町村（47.0%）
17市区町村（13.6%)

18市区町村（15.4%)

43市区町村（36.8%）

21市区町村（17.9%)

13市区町村（11.1%)

38市区町村（32.5%）

46市区町村（52.9%)

46市区町村（52.9%)

43市区町村（49.4%)

15市区町村（17.2%)

19市区町村（21.8%)

50市区町村（57.5%)

11市区町村（12.6%)

33市区町村（37.9%)

実施中
53市区町村（29.6％）

実施予定：28市区町村（15.6％）

実施していない
98市区町村(54.7％）

高齢者対応

若年世帯転入促進

空家利活用支援

空き地地活用支援

地域交通への支援
生活利便サービス

提供支援
コミュニティ力向上

新たな用途導入

産学官連携

うち300ha以上所在する市区町村の団地再生取組状況

35市区町村（66.0%)

33市区町村（62.3%)

24市区町村（47.1%)
32市区町村（60.4%)

26市区町村（49.1%)

10市区町村（18.9%)

33市区町村（62.3%)

7市区町村（13.2%)

24市区町村（45.3%) 9

※ 複数の市区町村に渡る住宅団地については、当該複数市町村すべてに当
該団地全体の面積を割り当てている（重複計上）。

N=87

N=53

N=117

N=556

60市区町村（51.3%）

36市区町村（41.4%)

14市区町村（26.4%)

10

住宅団地再生に係る取組を行わない理由について

〇 住宅団地再生に係る取組を行わない理由としては「問題意識を持っていない」、「優先度が低い」等が多く
あげられている。

〇 しかしながら、市区町村の理由としては、「優先度が低い」も多いものの、「ノウハウ不足」「人的資源不足」
といった理由も挙げられており、ノウハウの共有・先進事例の横展開などの取組が有効であることを示唆。

住宅団地再生に係る取組状況

取組を行わない理由

問題意識なし

優先度が低い

ノウハウが不足

人的資源不足

居住者意識が
不十分

193市区町村（49.6％）

132市区町村（33.9％）

66市区町村（17.0％）

86市区町村（22.1％）

62市区町村（15.9％）

N=389

実施中
117市区町村

（21.0％）

実施予定：50市区町村（9.0％）

実施していない：389市区町村（70.0％）

N=556

住宅団地に対して問題意識を有する者の
住宅団地再生に係る取組を行わない理由

優先度が低い

ノウハウが不足

人的資源不足

居住者意識が
不十分

取組を行う希望はあり、ノウハウ共有・先進事例の
横展開などの支援により取組に至る可能性。

95市区町村（51.6％）

49市区町村（ 30.6％）

65市区町村（35.3％）

37市区町村（20.1％）

N=184

34



住宅団地に関する市区町村への調査について（第２次）

＜調査概要＞

調査時期：平成29年11月13日～平成29年11月29日
調査対象：平第１次アンケート調査で収集された団地のうち100ha以上の住宅団地

（国土交通省から都道府県等を通じて調査を実施）
回答：有効回答数496団地、回答無（除外対象）6団地

主な調査項目
１．住宅団地の概要

①該当住宅団地を含む町丁目、②開発時の事業主体、③開発時の事業手法、
④団地の諸元、⑤入居開始年度、⑥用途地域、
⑦建築協定・地区計画等の有無、⑧立地適正化計画の有無、
⑨住宅団地内の空き家状況

２．当該住宅団地の現状・取組内容（住宅団地の課題）
３．当該住宅団地に対する取組状況
４．住宅団地の再生、住宅政策全般等についての意見・課題等

〈第２次調査〉

11

住宅団地の現状・取組（100ha以上の住宅団地）

・開発時の事業主体は地方公共団体、公社、UR都市機構（公団）等の公

的機関が63%。

・用途地域は、第一種低層住居専用地域、次いで、第一種中高層住居専

用地域が比較的広範囲に設定されている。

・建築協定・地区計画等で最低敷地面積を定めている住宅団地は約４割。

・市区町村で約半数の団地に対して問題意識を有しており、多い事項は、

「高齢者が多い」「非住宅用途の導入が困難」「生活利便機能低下」。

・住宅団地再生に係る取組を実施しているのは約２割、102団地。

・昭和50年代以前入居開始の住宅団地の将来高齢化率は、2030年には

全国平均と比べて＋10%程度以上の40%前後に急上昇するものと推計。

〈第２次調査〉

12
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１－①開発時の事業主体 １－②開発時の事業手法

〇開発時の事業主体は地方公共団体、公社、UR都市機構（公団）等の公的機関が約63%。

〇事業手法は土地区画整理事業が約６割、開発許可が約１割、新住事業が約１割など。

〈第２次調査〉住宅団地の概要（100ha以上の住宅団地）

都道府県,
48団地…

市区町村, 
124団地

（25%）

公社等, 
47団地（9%）

機構（公団）, 
102団地（20%）

区画整理組合（一

人施行含む）, 
100団地（20%）

民間, 
84団地

（17%）

公的
機関
（63%）

民間

区画整理,
322団地（64%）

新住宅市街地

開発事業, 
50団地（10%）

開発許可,
57団地（11%）

公的一般,
20団地（4%）

宅造事業, 
21団地（4%）

一団地, 
8団地（ 2%）

不明, 13団地 （3%）

その他手法, 
14団地（3%）

13

N=-505 N=-505※１団地で重複計上あり ※１団地で重複計上あり

１－③入居開始年度

〇住宅団地の大半は昭和40年代から昭和60年代にかけて入居を開始。入居開始から30年以上経過し

ている昭和50年代以前に入居が始まった住宅団地が約６割となっている。

〈第２次調査〉住宅団地の概要（100ha以上の住宅団地）

昭和30年代以前,
13団地（4.8%）

昭和40年代,
74団地（27.4%）

昭和50年代, 
78団地（28.9%）

昭和60年代～平成6年,
57団地（21.1%）

平成７年以降, 
48団地（17.8%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（1964年以前） （1965～1974年） （1975～1984年） （1985～1994年） （1995年以降）

14

N=-270
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１－④団地に設定されている主な用途地域
（設定されている団地数／全体の団地数）

〇団地の用途地域で設定されている割合が高いものは、一低層（76%）、一中高（74%）、一住（71%）、近商

（71%）。

〈第２次調査〉住宅団地の概要（100ha以上の住宅団地）

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

近隣商業地域

330団地
（76%）

324団地
（74%）

311団地
（71%）

307団地
（71%）

15N=-435

１－④団地に設定されている主な用途地域
（用途地域が各住宅団地内で設定されている面積）

〇用途地域が各住宅団地内で設定されている面積を見ると、一低層が50～200haが約７割、次いで、一中

高が10～50haが約５割と比較的広範囲に設定されている。

〈第２次調査〉住宅団地の概要（100ha以上の住宅団地）

第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域

5ha未満
4団地（2%）

5ha以上
～10ha未満

2団地（1%）

10ha以上
～25ha未満
13団地（7%）

25ha以上
～50ha未満

24団地（12%）

50ha以上
～100ha未満

76団地（39%）

200ha以上
17団地（9%）

100ha以上
～200ha未満

60団地（31%）

5ha未満 19団地（10%）

5ha以上
～10ha未満
24団地（13%）

10ha以上
～25ha未満

53団地（29%）

25ha以上
～50ha未満
36団地（20%）

50ha以上
～100ha未満

31団地（17%）

100ha以上
～200ha未満

6団地（9%）

200ha以上
4団地（2%）

16
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１－④団地に設定されている主な用途地域
（用途地域が各住宅団地内で設定されている面積）

〈第２次調査〉住宅団地の概要（100ha以上の住宅団地）

第一種住居地域 近隣商業地域

312団
地
（63%）

309団
地
（62%）

5ha未満
46団地（29%）

5ha未満
66団地（43%）

5ha以上
～10ha未満

48団地（32%）

10ha以上
～25ha未満
28団地（18%）

50ha以上
～100ha未満

2団地（1%）

25ha以上
～50ha未満
8団地（5%）

5ha以上
～10ha未満

25団地（16%）10ha以上
～25ha未満

38団地（24%）

50ha以上
～100ha未満

15団地（9%）

25ha以上
～50ha未満
36団地（22%）

100ha以上
～200ha未満

1団地（1%）

17

〈第２次調査〉住宅団地の概要（100ha以上の住宅団地）

１－⑤建ぺい率・容積率（一番多いパターン）

〇第一種低層住居専用地域の建ぺい率・容積率の最も多い組み合わせは、「50%/100%」「50%/80%」が各

約３割、次いで「40%/80%」「40%/60%」で、これらで約9割。

40%/60%
52団地（14.2%）

40%/80%
63団地（17.3%）

50%/80%
95団地（26.0%）

40%/40%
1団地（0.3%）

30%/40%
1団地（0.3%）

50%/100
119団地（32.6%）

50%/150%
5団地（1.4%）

60%/200%
10団地（2.7%）60%/100% 

0団地（2.7%）

60%/150%
9団地（2.5%）

18
N=-36538



〇団地内に建築協定・地区計画等を有する団地は全体の約５割。そのうち、約９割（全体の約４割）で、

最低敷地面積を設定している。

〇戸建て住宅の敷地最低面積の面積は、「200㎡」、「165㎡」、「150㎡」の場合が比較的多い。

１－⑥建築協定・地区計画等の有無等 １－⑦敷地の最低面積の分布

※重複あり。 ※重複あり。

1団地
2団地

1団地
7団地

5団地
10団地

3団地
9団地

8団地
1団地 45団地

10団地
49団地

24団地
1団地
1団地

24団地

2団地
4団地

69団地3団地
4団地

2団地
8団地

2団地
22団地

1団地
2団地

1団地
4団地

8団地

（0.5%）
（1.0%）

（0.5%）
（3.5%）

（2.5%）

（5.0%）
（1.5%）

（4.5%）
（4.0%）

（0.5%）

（22.5%）
（5.0%）

（24.5%）
（12.0%）（0.5%）

（0.5%）

（12.0%）（1.0%）
（2.0%）

（34.5%）

（1.5%）

（2.0%）
（1.0%）

（4.0%）

（1.0%）

（11.0%）
（0.5%）
（1.0%）

（0.5%）
（2.0%）

（4.0%）

75
80
85

100
110
120
125
130
135
140
150
160
165
170
175
179
180
185
190
200
220
230
240
250
260
300
330
350
360
400
500

(㎡)

N=200

〈第２次調査〉住宅団地の概要（100ha以上の住宅団地）

建築協定・地区

計画あり, 227団

地（46%）

建築協定・地区

計画なし,
269団地（54%）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

敷地最低面積あ

り,
200団地（88%）

敷地最低面積なし,
27団地（12%）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=496 19

１－⑧住宅団地内の空き家率 １－⑧空き家率判明分での比率（計100％）

〈第２次調査〉住宅団地の概要（100ha以上の住宅団地）

20

〇空き家率の回答があった団地のうち、「5%以上10%未満」が25% 46団地、「10%以上」が15% 

27団地。

※空き家数のみ回答の団地は、戸数から空き屋率を算出の上計上。

109団地

46団地

24団地

3団地

314団地

（22.0%）

（9.3%）

（4.8%）

（0.6%）

（63.3%）

5％未満

5％以上10％未満

10％以上20％未満

20％以上

空き家率不明

N=496

5％未満
109団地

59.9%

5％以上10％

未満

46団地

25.3%

10％以上

20％未満

24団地

13.2%

20％以上

３団地

1.6%

N=182
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2-①住宅団地の課題等

72団地（49%）

34団地（31%）

29団地（22%）

48団地（37%）

18団地（19%）

57団地（48%）

〈第２次調査〉住宅団地の現状の問題意識（100ha以上の住宅団地）

〇市区町村では、100ha以上の住宅団地の内、約半数の176団地で何かしらの問題意識を有している。

〇具体的に感じている事項としては「地区の高齢化」、「非住宅用途の導入が困難」「生活利便機能低

下」が多い。

問題意識あり

176団地, 51%

問題意識なし

170団地, 49%  49.1%

高齢者が多い

空き家、空き地が多い

交通機能低下

生活利便機能低下

コミュニティ弱体化

非住宅用途の
導入が困難

21
N=-346

※不明回答除く

26団地(68.4%)

48団地(96.0%)

44団地(93.6%)

11団地(78.6%)

25団地(78.1%)

17団地(89.5%)

31団地(63.3%)

7団地(100%)

19団地(76.0%)

23団地(60.5%)

5団地(10.0%)

11団地(23.4%)

8団地(57.1%)

10団地(31.3%)

7団地(36.8%)

40団地(81.6%)

3団地(42.9%)

9団地(36.0%)

20団地(52.6%)

15団地(30.0%)

13団地(27.7%)

3団地(21.4%)

12団地(37.5%)

10団地(52.6%)

13団地(26.5%)

5団地(20.0%)

3団地(7.9%)

7団地(14.0%)

6団地(12.8%)

1団地(7.1%)

4団地(89.5%)

10団地(20.4%)

3団地(12.0%)

高齢者向け支援

若年世帯転入促進

空き家利活用

空き地利活用

地域交通確保

生活利便サービス

コミュニティ力向上

新たな用途導入

その他取組

行政 住民 事業者 大学等

住宅団地に係る取組状況（100ha以上の住宅団地） 〈第２次調査〉

３－①団地の再生に係る取組

３－②実施中の取組・参加主体

※重複あり。

〇約２割、102団地で住宅団地再生に係る取組を実施中。

〇主な取組と参加主体は、「若年世帯転入促進」「空き家利活用」は行政が主導、「コミュニティ力向上」

「高齢者向け支援」では行政と住民が連携、また「高齢者向け支援」「地域交通確保」では事業者が参

加している割合が比較的高い。

実施中

102団地（20.6％）

実施していない

375団地（75.6％） N=496

38団地

（37.3％）
50団地

（49.0％）

47団地

（46.1％）
14団地

（13.7％）

32団地

（31.4％）

19団地

（18.6％）

49団地

（48.0％）

7団地

（6.9％）

25団地

（24.5％）

高齢者向け支援

若年世帯転入促進

空き家利活用

空き地利活用

地域交通確保

生活利便サービス

コミュニティ力向上

新たな用途導入

その他取組

N=102

〈実施中の取組〉

22
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28.7%

38.9%

45.9%

26.0%

40.3%

47.3%

19.2%

33.4%

41.9%

12.1%

18.7%

30.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

H27高齢化率 H42高齢化率 H52高齢化率

①～1974 ②1975～1984年 ③1985～1994年 ④1995年～

○調査で把握した住宅団地が立地する町丁目をベースに、高齢化率等を推計。

※推計に当たっては、「小地域単位の将来人口・世帯予測ツール」（国土技術政策総合研究所作成）を活用

○2015(H27)年時点では、昭和40年代以前に入居開始した団地の高齢化率が全国平均をやや上回る程度

だが、2030（H40）年には昭和50年代以前に入居開始した団地で40%前後に急上昇し、全国平均を大きく上

回るものと推計。

2015（H27）高齢化率 2030（H42）高齢化率 2040（H52）高齢化率

全国平均 26.6%

全国平均 31.2%

全国平均 35.3%

●入居開始年代別 高齢化率の推移推計

〈第２次調査〉将来の住宅団地の高齢化の進展見込み（100ha以上の住宅団地）

凡例）入居開始年代区分

①～昭和40年代
（～1974）

②昭和50年代
（1975～1984）

③昭和60年代～平成６年
（1985～1994）

④平成７年以降
（1995～） 23

41


